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 開  会  
 議  長  おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、１０名です。 
 定足数に達しておりますので、令和５年第４回東峰村議会定例会を開会します。 

 （９時３０分） 
 開  議  

 議  長  本会議に先立ち、議長の諸般報告を行います。 
 報告は、お手元にお配りしております議案書の最後のページの、議長諸般報告をもっ

て代えさせていただきます。 
 それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、 
２番 樋口朗議員、３番 佐々木孝議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 
 議会運営委員会委員長に、会議等議会運営委員会の報告を求めます。 
９番 黒川隆康議員 

 ９  番  今期定例会の議会運営にあたり、議会運営委員会の協議の結果について、ご報告を申

し上げます。 
 本日招集に係る令和５年第４回東峰村議会定例会の運営につきましては、去る９月１

日に議会運営委員会を開催しました。 
 まず、議案につきましては、承認が２件、令和５年度一般会計・特別会計の補正予算

が２件、令和４年度決算認定が４件、報告が１件、請願２件が予定されています。 
 会期につきましては、慎重に審議をいたしまして、本日１１日から２２日までの１２

日間と決定いたしました。 
 会期日程につきましては、お手元に日程表を配布しております。 
 まず、議案上程後、村長のあいさつ及び提案理由の説明を聴取し、各課長の補足説明

の後、通告に従い６名の議員の一般質問を予定いたしております。 
 決算認定については、決算審査特別委員会を設置・付託し、審議をしたいと思います。

なお、決算書の朗読は行っておりませんので、今回も省略することといたします。 
 １４日には、決算審査特別委員会の総括質疑、討論、採決及び本会議における質疑、

討論、採決を予定いたしております。 
 以上、簡単でありますが、議会運営委員会の協議の概要であります。 
 本定例会が円滑に運営されますように、特段のご協力を賜りますよう心からお願いい

たしまして、報告といたします。 
 議  長  ただ今、議会運営委員長より報告がありました。 

 本定例会の会期は、本日１１日から２２日までの１２日間といたしたいと思います。 
 お諮りいたします。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、９月１１日から９月２２日までの１２日間と決定いたしま

した。 
 日程第３  

 議  長  日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 
事務局長 
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（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 
村長 

 村  長  皆さん、改めましておはようございます。 
 本日ここに、令和５年第４回東峰村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様方には公私ともご多忙の中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 
また、日頃から村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につき、ご理解、ご尽

力をいただき深く感謝を申し上げます。 
 さて、７月１０日午前２時過ぎから激しく降り始めた雨は、午前１１時までの９時間

で４５０㎜の雨量を記録し、再び本村に甚大な被害をもたらしました。幸い人命にかか

わる被害やけが人はありませんでしたが、家屋や農地等の被害を受けられた皆様に、改

めてお見舞い申し上げます。 
 平成２９年７月九州北部豪雨からわずか６年で、線状降水帯の発生による被害が発生

したことは、今後も同様の被害がいつ起きるか分からない状況になってきていると思っ

ています。 
 大肥川と宝珠山川は改良復旧を行い、２９年豪雨に耐えうる改良を行いましたので、

今回の豪雨で越水こそしませんでしたが、２９年のときよりも河川の水かさ、流量は多

かったという声をたくさん聞きますし、確かにそのとおりだと思っています。 
 村では、緊急自然災害防止対策事業の確保を活用し、地域の谷川、小河川の防災対策

を実施してまいりました。その効果はあったと思っておりますが、まだ未改良の箇所も

たくさんあります。長雨で地盤の緩んだ山にあのような豪雨が降れば、山は持ちこたえ

ることができないと、改めて感じたところです。 
 ２９年災害は平日の午後からの豪雨、今回は深夜２時からの豪雨となりました。深夜

の避難は危険を伴うため、避難指示の発令は、安全確保最優先で情報を発信しました。

皆様の適切な判断や安全確保の行動により、亡くなった方やけがをされた方がいなかっ

たことは、これまでの防災訓練を継続してきた賜物だと思っております。 
 発災後は３つの視点で対応を行いました。 
 まず、暮らし。 
 居宅に被害を受けた方への再建支援を行いました。ボランティアセンターの開設、災

害ごみの受け入れ、罹災・被災証明の申請調査などを迅速に行ったところであります。 
 現在は、被災者生活再建支援法の適用を受け、生活再建のための支援を行っています。 
 第２は、仕事。 
 ２９年に続き、今回も窯元をはじめ、事業者が甚大な被害を受けました。前回はグル

ープ補助金の適用を要望していたのですが、叶わず、融資と義援金による支援しかでき

ませんでした。自助努力により、ようやく再建した事業者が再び被害を受けた現状を、

国・県、議員さん、それぞれに訴え、小規模事業者の再建のための補助を要望し、今回

は県による再建支援補助の制度を創設することができました。被害を受けたすべての事

業者が、この支援により再建できるよう、商工会とともに全力で支援を行っていくとこ

ろでございます。 
 第３は、自然。 
 被害を受けた山や農地が一日も早く復旧できるように、国・県の機関による被害状況

調査をお願いし、激甚災害の指定を受け、災害査定、復旧事業の着手を少しでも早くで

きるように準備を進めています。９月１日には、人事異動を行い、災害対策室長として

今出席しておりますが、前田君に就任していただいております。 
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 役場内の災害対応の体制を整備するとともに、中長期の職員派遣を県・自治体に要請

を行い、９月に県より２名、１０月からは北九州市などの自治体からの派遣や任期付職

員採用など、公共災害や農地・農業用施設災害に全力、全速で対応できる災害対策室の

体制を作り、災害復旧にあたります。 
 もちろん発災直後から非難された方への支援や通れなくなった道路への応急復旧、学

校・保育所の対応などは最優先に対応いたしました。 
 反省すべき点もありますが、災害対策本部として職員一丸となって努力してまいりま

したし、今後も尽力してまいりますので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いしま

す。 
 先月８月２８日からは BRT ひこぼしラインが沿線や地域の夢を乗せて走り出しまし

た。これだけ多くの報道機関が東峰村を取り上げてくれるのは、やはり専用道を走ると

いう魅力があるからだと思っています。 
 これに先立ち２１日からは乗合タクシーが走り出しました。デジタル地域通貨も始ま

りました。９月４日にはほうしゅ楽舎が開業しました。今後 BRT と西鉄、乗合タクシ

ーが地域の宝物を繋ぐことにより、東峰村のファンを増やしていきたいと思っていま

す。皆様もBRT に何度でも乗っていただきたいと望んでいるところであります。 
 本定例会には、専決処分の承認について２件、補正予算について２件、決算認定につ

いて４件、報告１件、合計９件の議案等を提案申し上げ、ご審議をお願いする次第であ

ります。 
 承認第７号、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）の専決処分につ

きましては、令和５年７月７日からの大雨による災害救助及び災害復旧のため、予算の

増額の必要が生じましたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項

の規定により専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承

認を求めるものであります。 
 補正の内容としては、一般会計について、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億４，５

７０万３千円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ４３億６，１４７万円とするものです。 
 歳出の主なものについては、光ケーブルの移設費に５００万円、住宅応急修理・土砂

等の撤去等に８５４万１千円、ボランティア事業等に５０１万８千円、災害見舞金に１

８０万円、災害援護資金貸付金に５００万円、災害廃棄物収集処理事業費に５，１７２

万円、し尿中継槽土砂撤去費に５０万円、家屋等解体撤去補助金に２，２００万円、小

規模治山事業・里山空間保全事業補助金に２，７７５万円、災害復旧総務費に８９８万

円、公共土木施設災害復旧費に４，５００万円、農地・農業用施設災害復旧費に４，４

００万円、林道施設災害復旧費に１，５００万円、繰出金として、簡易水道事業特別会

計に対し５００万円など、すべて令和５年７月７日からの大雨による災害関係の予算と

なっています。 
 歳入としては、国・県補助金、基金繰入金、災害復旧事業債、災害対策事業債を計上

しています。 
 承認第８号、令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）の

専決処分につきましては、令和５年７月７日からの大雨による災害救助及び災害復旧の

ため予算の増額の必要性が生じましたが、議会の議決すべき事件について、特に緊急を

要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求めるものであります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ７，５９６万円とするものです。 
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 歳出の主なものとしては、各浄水場系統における災害復旧工事費に５００万円を計上

し、全額災害関係予算となっています。 
 歳入としては、一般会計繰入金を計上しています。 
 議案第２６号、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）につきまして

は、歳入歳出それぞれに６億７，３９４万２千円を追加し、歳入歳出総額を５０億３，

５４１万２千円とするものです。 
 歳出では、一般管理費７９１万８千円、財産管理費３２５万円、企画振興対策費１，

４００万円、賦課徴収費２３１万６千円、国民健康保険基盤安定費２０万３千円、障害

者福祉費２５２万円、災害救助費２５４万４千円、再建支援費３，０５５万２千円、健

康増進事業費１３２万円、農業振興対策費１，５５０万円、商工振興費２６５万７千円、

商工施設管理費７０万４千円、観光施設管理費１，１７４万８千円、美しい村づくり事

業費１３８万円、道の駅管理費１５０万円、住宅建設事業費１，２００万円、災害復旧

総務費９，０５３万円、公共土木施設災害復旧費２億３，４３０万円、農地・農業用施

設災害復旧費１億９，１００万円、林道施設災害復旧費４，０００万円、地域防災がけ

崩れ対策事業８００万円を計上しております。 
 歳入では、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金、諸収入、村

債をそれぞれ計上しており、基金繰入額は３億１，３３９万６千円の増額となっており

ます。 
 議案第２７号、令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２

号）につきましては、歳入歳出それぞれに２０万３千円を追加し、歳入歳出総額を３億

１，９７２万２千円とするものです。 
 歳出では、第三者行為求償事務委託料として２０万３千円を計上しております。 
 歳入は、一般会計繰入金を計上しています。 
 認定第１号から第４号につきましては、令和４年度東峰村一般会計及び特別会計の歳

入歳出決算が整いましたので、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定

を求めるものです。 
 報告第３号、令和４年度株式会社宝珠山ふるさと村決算状況報告につきましては、地

方自治法第２２１条第３項に規定されている法人である株式会社宝珠山ふるさと村よ

り令和４年度決算諸表の提出があり、これを承認したので、同法第２４３条の３第２項

の規定により、議会に報告するものであります。 
 以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、皆様方には慎重審議いただき、ご可

決賜りますようお願い申し上げまして、私の提案理由の説明といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５   

 議  長  日程第５ 一般質問につきましては、日程第６から日程第１４までの補足説明終了後

に行います。 
 日程第６   

 議  長  日程第６ 承認第７号「専決処分の承認を求めることについて」の補足説明を、担当

課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  議案の１３ページをお開きください。 
 承認第７号「専決処分の承認を求めることについて（専決第７号）」 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し承認を求める。 
 令和５年９月１１日提出、村長名でございます。 
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 東峰村専決処分第７号、専決処分書。 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正

予算を専決処分する。 
 令和５年８月９日、村長名でございます。 
 理由、令和５年７月７日からの大雨による災害救助及び災害復旧のため予算の増額の

必要が生じたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分するものでございます。 
 続きまして、１５ページをお開きください。 
 令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算 
 令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４，５７０万３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億６，１４７万円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 地方債の補正、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方

債の補正」による。 
 令和５年８月９日専決、東峰村長名でございます。 
 続きまして、１６ページでございます。 
 第１表、歳入歳出補正の歳入の部分でございます。 
 国庫支出金、３，１８６万円増の補正でございます。 
 県支出金、県補助金８１６万３千円、繰入金、基金繰入金１億８，４３８万円でござ

います。 
 村債２，１３０万円。 
 合計、歳入合計２億４，５７０万３千円でございます。 
 続きまして、１７ページ、歳出の部分でございます。 
 総務費５３９万４千円、民生費２，０３５万９千円、保健衛生費７，４２２万円、土

木費２，７７５万円、災害復旧費１億１，２９８万円、諸支出金５００万円。 
 歳出合計２億４，５７０万３千円でございます。 
 第２表、地方債の補正でございます。 
 補正後の限度額につきましては、災害復旧事業債として７，８４０万ということで、

内訳につきましては、下に記載しているとおりでございます。 
 続きまして、２１ページをお開きください。 
 歳入の部分でございます。 
 １１款国庫支出金、保健衛生国庫支出金としまして３，１８６万円。県支出金、民生

費県補助金としまして８１６万３千円。内訳につきましては、説明の欄に書いておると

ころでございます。 
 繰入金、財政調整基金繰入金としまして１億２，９４６万５千円。災害対策基金繰入

金としまして５，４９１万５千円。 
 村債、災害復旧事業債としまして１，５００万円、災害対策債としまして６３０万で

ございます。 
 続きまして、２２ページをお開きください。 
 歳出、総務費でございます。 
 一般管理費としまして３９万４千円、光地域情報通信費としまして５００万円。 
 続きまして、民生費、災害救助費でございます。 
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 災害救助費としまして２，０３５万９千円でございます。内訳につきましては、それ

ぞれ右に記載しておりますとおりでございます。 
 ４保健衛生費、環境衛生費でございます。７，４２２万円。内訳につきましては、説

明の欄に記載しているとおりでございます。 
 続きまして、２３ページをお開きください。 
 土木費、土木総務費２，７７５万円、これにつきましては、右の記載の小規模治山事

業と里山空間保全事業でございます。 
 続きまして、１１款災害復旧費でございます。 
 災害復旧総務費としまして８９８万円、公共土木施設災害復旧費としまして４，５０

０万円、農地・農業用施設災害復旧費としまして４，４００万円、林道施設災害復旧費

としまして１，５００万でございます。内訳は、右に記載しているとおりでございます。 
 諸支出金、繰出金としまして５００万円、これにつきましては、簡易水道特別会計へ

の繰出金となっております。以上でございます。 
 日程第７  

 議  長  日程第７ 承認第８号「専決処分の承認を求めることについて」の、補足説明を担当

課長に求めます。 
農林建設課長 

農林建設課長  ２４ページをお開きください。 
 承認第８号「専決処分の承認を求めることについて」 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し承認を求める。 
 令和５年９月１１日提出、東峰村長名でございます。 
 ２５ページをお開きください。 
 東峰村専決第８号、専決処分書。 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計

歳入歳出補正予算を専決処分する。 
 令和５年８月９日、東峰村長名でございます。 
 理由、令和５年７月７日からの大雨による災害救助及び災害復旧のため予算の増額の

必要性が生じたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分するものである。 
 ２６ページをお願いします。 
 令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号） 
 令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算は、次に定めるところによ

る。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７，５９６万円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 令和５年８月９日専決、東峰村長名でございます。 
 ２７ページをお開きください。 
 第１表、歳入歳出予算補正、歳入。 
 ５款繰入金の１項の繰入金で、補正額としまして５００万円を計上させていただいて

おります。 
 続きまして、２８ページをお願いいたします。 
 歳出、１款総務費、１項総務管理費に補正額５００万円を計上し、合計７，５９６万
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円としております。 
 続きまして、３１ページをお開きください。 
 ２歳入、５款繰入金、１項繰入金、１目、補正額としまして５００万円を一般会計繰

入金から繰り入れております。 
 ３２ページをお開きください。 
 歳出でございます。 
 １款総務費、１項総務管理費に、それぞれの浄水場の金額の補正を入れておりますが、

２目小石原浄水場系統管理費補正額としまして１００万円、４目鼓浄水場系統管理費

に、補正額としまして１００万円、それから７目千代丸浄水場系統管理費に２００万円、

８目竹浄水場系統管理費に１００万円を工事請負費として計上させていただいており

ます。以上になります。 
 日程第８  

 議  長  日程第８ 議案第２６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）に

ついて」の、補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ３３ページをお開きください。 
 議案第２６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）」 
 令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億７，

３９４万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億３，５４１万

２千円とする。 
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 地方債の補正、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方

債の補正」による。 
 令和５年９月１１日提出、村長名でございます。 
 ３４ページをご覧ください。 
 歳入歳出予算補正、歳入。 
 分担金及び負担金５０万円、国庫支出金１億５，５４６万円、県支出金１億６，７８

２万５千円、寄附金５５万１千円、繰入金３億１，３３９万６千円、諸収入１２１万円、

村債３，５００万円。 
 歳入合計６億７，３９４万２千円。 
 ３５ページをお開きください。 
 歳出、総務費２，７４８万４千円、民生費３，５８１万９千円、保健衛生費１３２万

円、農林水産費１，５５０万円、商工費１，６４８万９千円、土木費１，３５０万円、

災害復旧費５億６，３８３万円。 
 歳出合計６億７，３９４万２千円でございます。 
 続きまして３６ページ、第２表、地方債の補正でございます。 
 補正後、限度額１億１，３４０万円、中身につきましては、下に記載しているとおり

でございます。 
 続きまして、３９ページをお開きください。 
 歳入でございます。 
 ９款分担金及び負担金、農地・農業用施設災害復旧費分担金５０万円、１１款国庫支

出金、民生費国庫負担金１２６万円、１１款国庫支出金、災害復旧費国庫補助金１億５，

４２０万円、県支出金、民生費県負担金６３万円。 
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県支出金としまして、総務費県補助金１，３６５万１千円、民生費県補助金２５４万

４千円、農林水産費県補助金１，５００万円、災害復旧費県補助金１億３，６００万円。 
 寄附金、寄附金５５万１千円。 
 繰入金、財政調整基金繰入金２億６，８５０万８千円、施設改修等基金繰入金３２５

万円、災害対策基金繰入金１，１６３万８千円、義援金基金繰入金３，０００万円。 
 諸収入、雑収入１２１万円。 
 村債、災害復旧事業債３，５００万円。 
 続きまして、歳出になります。 
 これにつきましては、関係する各課より説明をさせていただきます。 
 まず、総務企画課としまして、歳出、総務費、一般管理費でございます。 
 給与費で１６４万８千円、これにつきましては、任期付の職員を１名ですね、６カ月

分を考えております。 
 職員手当、これにつきましては、災害派遣手当が主なものでございます。単価としま

して、月３，９７０円の７カ月の４人を見ておるところでございます。 
 続きまして、使用料及び賃借料でございます。これにつきましては、長期派遣職員の

宿泊施設使用料として１９６万円計上しているものでございます。 
 続きまして、５目財産管理費でございます。これにつきましては、小石原庁舎の浄化

槽及び岩屋駅の多目的トイレ等のですね、設備の修繕料として３２５万円を計上させて

いただいております。 
 続きまして、４２ページでございます。 
 ３款４項２目の再建支援金でございます。これにつきましては、積立金としまして、

令和５年６月までの義援金の基金の積み立て分としまして、５５万２千円を計上させて

いただいております。以上でございます。 
 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  住民福祉課分としまして、４１ページをお願いいたします。 
 ２款総務費、２項徴税費、２目の賦課徴収費、２２節の償還金利子及び割引料に２３

１万６千円の補正でございます。 
 続きまして、３款民生費、１項社会福祉費、３目国民健康保険基盤安定費に補正額２

０万３千円、こちら２７節の繰出金のほうに補正しております。 
 その下、７目障害者福祉費、補正額２５０万２千円、１９節扶助費のほうに補正させ

ていただいております。 
 ４２ページ、３款民生費、４項災害救助費、１目災害救助費、補正額２５４万４千円、

こちら１８節負担金補助及び交付金のほうに補正させていただいております。 
 その下、２目再建支援費、補正額３，０５５万２千円、こちらも１８節の災害義援金

としまして３，０００万、それから、２４節の積立金としまして５５万２千円を補正さ

せていただいております。 
 その下、４節保健衛生費、１項保健衛生費、９目の健康増進事業費、補正額１３２万

円、１２節の委託料に補正させていただいております。以上でございます。 
 議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 
 ふるさと推進課の分といたしましては、４１ページ、２款１項６目企画振興対策費。

こちら日田彦基金の事業としたしまして、宝珠山駅の設計業務、それから、周辺の測量

業務、こちらのほうを委託料として１，４００万円計上しております。 
 それから続きまして、４２ページのほうになります。 
 ７款１項１目商工振興費、こちら地域通貨事業といたしまして、対象の事業者さん、

こちらのほうに貸与いたしますスマホ等が不足しているというところで、新たに貸与用

で購入というところで、合計で２６５万７千円の補正をするものでございます。台数は
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４０台程度となります。 
 それから、３目商工施設管理費、こちら需用費、伝産館の修繕料といたしまして、ト

イレのベビーシートやインターホン周り、それから、雨漏り等が発生しておりますので、

そちらの修繕料というところで７０万４千円。 
 それから、７款２項３目観光施設管理費、こちら補正額として１，１７４万８千円、

こちらはいぶき館、それから、つづみの里等の法面、それから、土砂流入の撤去費用、

それとつづみの里のほうで直売所の解体費用、こちらのほうを合わせまして１，１７４

万８千円を計上させていただいております。 
 それから、６目美しい村づくり事業費、こちら作業員のほうがですね、設立当初から

報償費のほうを見直し等がありませんでした。それで社会情勢等を鑑みまして、一定程

度の見直し等を図りまして、報償費として１１８万円の補正、それと作業用の刈払機、

こちらのほうを２台追加で購入したいと思っております。こちらのほうを２０万円計上

しているものでございます。以上です。 
 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  ４２ページをお開きください。 
 ６款農林水産費、１項農業費、４目農業振興対策費、補正額としまして１，５５０万

円を計上させていただいております。 
 内容としましては、１８節の負担金補助及び交付金において、災害発生に伴いまして、

個人のポンプ購入費の補助として用水対策事業補助金５０万円、それから、農業機械施

設災害復旧支援事業としまして１，５００万円を補正させていただくものです。 
 続きまして、４３ページをお開きください。 
 ８款土木費、２項道路橋梁費、５目道の駅管理費、補正額としまして１５０万円でご

ざいます。 
 内容としましては、１７節の備品購入費としまして、防災拠点に位置付けられており

ます道の駅小石原にですね、さらなる地域防災体制の強化に資する防災備品の購入費と

しまして、１５０万円を補正するものでございます。 
 続きまして、８款土木費、４項の住宅費、２目住宅建設事業費でございます。補正額

としましては１，２００万円。 
内容としましては、１２節委託料として村営住宅建設に伴う調査・設計費としまして、

１，２００万円を補正するものでございます。以上になります。 
 議  長  災害対策室長 

災害対策室長  ４３ページをお願いします。 
 １１款災害復旧費、１目災害復旧総務費、補正額としまして９，０５３万円を計上し

ています。 
 内容といたしましては、１０節需用費として、災害発生に伴う消耗品として６３万円、

１２節委託料として、災害発生に伴う技術支援業務委託費に９９０万円、流木処理委託

料として３，０００万円、１４節工事請負費として、災害発生に伴う土砂処分費に５，

０００万円、計９，０５３万円を補正するものです。 
 続きまして、１１款災害復旧費、２目公共土木施設災害復旧費、補正額として２億３，

４３０万円を計上しております。 
 内容としましては、１０節需用費として、災害発生に伴う消耗品として３０万円、１

２節委託料として災害査定の測量設計委託料として９，４００万円、１４節工事請負費

として、災害復旧工事費１億４，０００万円、計２億３，４３０万円を補正するもので

す。 
 続きまして、３目農地・農業用施設災害復旧費、補正額として１億９，１００万円を

計上しております。 
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 内容としましては、１２節委託料、災害発生に伴う災害査定の測量設計委託料として

７，０００万円、事務事業委託料として、農地・農業用施設災害復旧事業の高率補助を

受けるため増高申請業務委託料として３００万円、１４節工事請負費として、災害復旧

工事により１億１，５００万円、１８節負担金補助及び交付金として、災害発生に伴う

用水対策経費補助金３００万円、計１億９，１００万円を補正するものです。 
 続きまして、１１款４目林道施設災害復旧費、補正額として４，０００万円を計上し

ております。 
 内容としましては、１２節委託料として、災害発生に伴う災害査定の測量設計委託料

として１，０００万円、１４節工事請負費として、災害復旧工事３，０００万円、計４，

０００万円を補正するものです。 
 続きまして、１１款災害復旧費、６目地域防災がけ崩れ対策事業、補正額として８０

０万円を計上させていただいております。 
 内容としましては、１２節委託料として、災害発生に伴う地がけ事業申請書類作成業

務委託料として８００万円を補正するものです。以上でございます。 
 日程第９   

 議  長  日程第９ 議案第２７号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正

予算（第２号）について」の、補足説明を担当課長に求めます。 
住民福祉課長 

住民福祉課長  ４４ページをお願いいたします。 
 議案第２７号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２

号）」 
 令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万

３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１，９７２万２千円とす

る。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 
 令和５年９月１１日提出、東峰村長名でございます。 
 ４５ページをお願いいたします。 
 第１表、歳入歳出予算補正、歳入。 
 １０款繰入金、１項他会計繰入金、補正額２０万３千円、補正後歳入合計３億１，９

７２万２千円。 
 ４６ページをお願いいたします。 
 歳出、１款総務費、１項総務管理費、補正額２０万３千円、歳出合計３億１，９７２

万２千円でございます。 
 続きまして、４９ページをお願いいたします。 
 ２歳入、１０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額２０万３千

円。説明としましては、その他一般会計の繰入金でございます。 
 ５０ページ、３歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額２０万

３千円。説明としましては、第三者行為の求償事務につきまして、２０万３千円の補正

をするものでございます。以上でございます。 
日程第１０～

日程第１３ 
 

 議  長  日程第１０ 認定第１号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定について」 
 日程第１１ 認定第２号「令和４年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認
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定について」 
 日程第１２ 認定第３号「令和４年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 
 日程第１３ 認定第４号「令和４年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」を、一括議題といたします。 
６番 高橋弘展議員 

 ６  番  動議を提出いたします。 
 認定第１号から認定第４号までの令和４年度東峰村一般会計・特別会計歳入歳出決算

の認定については、決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審議することを望みま

す。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  今の高橋議員の動議に賛成いたします。 

 議  長  ただ今、高橋弘展議員より動議が提出されました。 
 認定第１号から認定第４号までの令和４年度東峰村一般会計・特別会計歳入歳出決算

の認定につきましては、決算審査特別委員会を設置して、審議することを望むというこ

とでございます。 
 この動議は、１人以上の賛成者がありましたので、成立いたしました。 
 お諮りいたします。 
 ただ今の高橋弘展議員の動議に賛成される方は、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、令和４年度東峰村一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、

決算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 
６番 高橋弘展議員 

 ６  番  動議を提出します。 
 決算審査特別委員会の委員長に黒川隆康議員、副委員長に大蔵久徳議員を推薦したい

と思います。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  今の高橋弘展議員の動議に賛成いたします。 

 議  長  ただ今、高橋弘展議員より、決算審査特別委員会の委員長に黒川隆康議員、副委員長

に大蔵久徳議員を推薦するとの動議が提出されました。 
 この動議は、１人以上の賛成者がありましたので、成立いたしました。 
 お諮りいたします。 
 黒川隆康議員を委員長に、大蔵久徳議員を副委員長に推薦することに賛成の方は、挙

手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、黒川隆康議員が決算審査特別委員会の委員長に、大蔵久徳議員が副委員長に

選出されました。 
日程第１４   

 議  長  日程第１４ 報告第３号「令和４年度株式会社宝珠山ふるさと村決算状況報告につい

て」の、補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ５５ページをお開きください。 
 報告第３号「令和４年度株式会社宝珠山ふるさと村決算状況報告について」 
 地方自治法第２２１条第３項に規定されている法人である株式会社宝珠山ふるさと
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村より令和４年度決算諸表の提出があり、これを承認したので、同法第２４３条の３第

２項の規定により議会に提出する。 
 令和５年９月１１日提出、村長名でございます。 
 決算報告書につきましては、ページ、５６ページから６６ページになっております。

以上でございます。 
 議  長  以上で、補足説明を終了します。 

 休  憩  

 議  長  １０時４０分まで休憩します。 
（１０時２９分） 
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 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１０時４０分） 
 日程第５  
 議  長  日程第５ 一般質問を行います。 

 一般質問は、６名の議員より提出されております。 
 なお、一般質問に際し、会議規則において、質問者は質問、答弁の時間を含め持ち

時間は１時間以内となっております。 
 通告に従いまして、順次一般質問をお願いいたします。 
 答弁者、村長以下執行部の皆さんの明瞭、明確な答弁を期待いたします。 
 それでは、質問に入ります。 
 ２番 樋口朗議員の質問を認めます。 
２番 樋口朗議員 

 ２  番  私は、今回、７月の豪雨災害関連を２件、村のホームページについて１件、質問し

ます。 
 まず、国道２１１号大行司橋上流の宝珠山川災害復旧工事についてです。 
 ７月１０日の豪雨により、県営河川宝珠山川の大行司橋上流で、住宅兼店舗、住宅、

倉庫の３棟が大変な床上浸水被害に遭いました。 
 河川の水位が６年前の九州北部豪雨のときよりはるかに高く、床上浸水の程度も甚

大でした。水道メーターが大量の砂に埋まり、人の背丈ぐらい掘り出して、やっと見

つけ出すことができました。付近の住民が誘い合って、何日も２つの建物から砂をか

き出し、床や壁を洗い、水をかぶり重くなった畳を何度も抱え上げ、家具など他のご

みと一緒に災害ごみ置き場に搬出しました。 
 このような水害の現状を直視したとき、九州北部豪雨の後に福岡県が実施した大行

司橋上流の災害復旧工事、河川改修が十分だったのか、村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  県営河川ということで、先ほど議員さん言われました大行司橋上流のところでござ

いますが、平成２９年九州北部豪雨災害を受け、全体的に改良復旧を要望したところ

でございます。 
 県より、平成２９年の豪雨の水量を基準として、越流しない断面を確保していると

いう説明は受けておりますので、災害復旧工事の一定の効果はあったと考えてはおり

ますが、実際に今回の豪雨で、先ほど申されました部分、浸水被害があったことはで

すね、事実でございますので、やはり２９年の基準で要望していた部分、また、今回

河川の水量、はるかに多いという部分、確かに事実だと思っておりますので、今後の

対策については、しっかり県のほうに協議、要望をしていきたいと思っております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  九州北部豪雨の後、大行司橋下流の下郷橋、猿喰橋、延田橋が架け換えられ、３つ

の橋の橋台が護岸法面の背後に整備され、今回の豪雨で大きな被害を免れました。同

じような工法は、平成２１年に竣工した小松橋にも採用されています。 
 つまり河川管理者の福岡県は、橋台を護岸法面の背後に整備することが、河川の流

れをスムーズにし、水害を防ぐのに非常に有効であると判断していたからだと思いま

す。 
 一方大行司橋は、２つの大きな橋台が護岸法面の前面にあり、河川の流れを悪くし、

床上浸水被害の大きな原因になったと思います。大行司橋は昭和３９年３月竣工です

から、既に５９年間もあの状態です。 
 以上の事実から、大行司橋の橋台を護岸法面の背後に整備する架け換え工事の必要
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性について、村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほどの答弁の繰り返しではございませんが、実際にですね、該当の部分の水量、

また、橋の影響、その辺りについては、しっかり県のほうと確認を取らせていただい

て、先ほど言っていただきましたように、だいぶ経年というかですね、年も経ってお

りますので、国道２１１号についても県の管理の道路でございますので、併せて、や

っぱり災害復旧にあたっての改良等の要望をですね、期成会や直接打ち合わせの中

で、要望と協議をしていきたいというふうに思っております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  私は、今回の水害で、大行司橋を下流の下郷橋、猿喰橋、延田橋と同じような工法

で架け換えることが、村民の大切な財産を床上浸水被害から守るために必要であると

考えます。 
 もし、これが実現せずに再び同じような水害が起きれば、人災ではないかと非難の

声が上がることも考えられます。今後県、国に対して、どのように要望していくのか、

村長の考えをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  河川の関係については、先ほど申しましたとおりでございます。 

 橋梁の部分については、道路の改良にあたってまいりますので、災害で影響がある

という形ではございませんので、この橋についての経年劣化の部分、また、工事につ

いても当然、迂回路とかいろんな課題はあると思います。 
 そういった部分も含めて、県のほうには要望という形、期成会のほうで、まだ大行

司の橋梁については、これまで２１１号の期成会の中でも話が出たことというのは、

確か、なかったと記憶しておりますので、防災の面も含めて要望という形で協議をさ

せていただきたいというふうには思っているところでございます。 
 そこの流量が、因果関係は、はっきり県のほうで流量検査をしてもらわなければい

けないんですけど、最終的に大肥川と宝珠山川の合流地点、そちらのほうも十分なの

かという検証もですね、併せて、橋梁と含めて、やっていかなければいけないという

ふうには感じているところでございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  九州北部豪雨の後、河川災害復旧工事で大行司橋上流右岸にパラペット、堤防を施

工し、令和３年２月に完成していました。 
 施工前に地元関係者は、工事の説明に来た福岡県と施工業者に、「この高さでは豪

雨のときパラペットの高さを越えますよ」と言っていたそうです。関係者の予想通り

今回の豪雨で、水位は堤防の高さをはるかに越えました。 
 数十年に一度の豪雨は、数年に一度の頻度になりました。大行司橋の架け換えと併

せて、上流の思い切った河川改修を急がないと、今回の悲劇は近いうちに再び発生す

るのではないでしょうか。スピード感のある県、国への要望について、村長の考えを

伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほども申し上げところではございますが、県のほうもですね、しっかり現地のほ

うを確認していただいておりますので、今回の７月１０日豪雨の被災状況について、

村からも説明を行い要望し、再度災害防止、被災要因の除去の観点から、速やかな災

害復旧工事や工法また対策の提示を行っていただいて、実施をしていただくように、

県に対して強く要望していきたいと思っております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  次に、とうほう百貨店・農産物直売所の再開支援について、質問します。 
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 令和３年３月、つづみの里農産物直売所内に、民間の力でとうほう百貨店が開店し

ました。 
 とうほう百貨店は、今までの農産物購入者に加えて、食料品・日用品を買い求める

多くの村民に大変喜ばれていました。 
 その功績により今年２月に福岡県知事から「ふくおか共助社会づくり表彰」を受賞

しました。とうほう百貨店を開店し運営してきた事実を、村長はどのように評価して

いるか、伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  つづみの里の農産物直売所につきましては、鼓地区の地域の農産物等を販売する施

設として産業センターまた農産物加工所とともに、昭和６１年だったと思います。に

開設されたものと伺っております。 
 議員さん言われるとおり、地域の買い物弱者と言われる方たちから大変喜ばれてい

るという話を伺っており、地域に根差した活動を行っていたことに対しまして、大変

感謝を申し上げるところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  ７月１０日の豪雨で、とうほう百貨店が壊滅的な被害を受けました。天災とはいえ

非常に残念で悲しい出来事です。 
 しかし、関係者は力強く立ち上がり、８月２０日に支援販売会を開催、商品がわず

か半日で完売しました。このことは再開を強く望む村民の熱い思いや、なんとか力に

なりたいと思いを寄せる周辺市町村の方たちの善意の表れだと思います。 
 また、ありがたいことに支援販売会に共感した福岡の鰻専門店が、２００人分のせ

いろ蒸しを無料でふるまい、支援の輪の広がりを実感しました。村長も即売会場にい

ましたので、その様子を目の当たりにしたと思います。 
 とうほう百貨店を再開するには、資金も含め様々な困難が予想されます。村の絶大

な支援が必要ではないでしょうか。村長の支援への覚悟を伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  とうほう百貨店につきましては、農産物直売所を含めて、についてはですね、地域

の活性化を図る施設ということで、先日、開設２年というイベントを行っていただい

たところでもございます。 
 今回の倒壊にあたって、建物自体はですね、もう解体するしか仕方がない部分では

ございますが、再開について、地域の運営組織がございます。その方たちとですね、

皆様の声を伺いながら、どのような支援を行うか考えているところでございます。 
 関係者の皆様とはですね、話をさせていただいているところで、再開にあたっての

思いも、当然村としてもですね、商店がだんだん減っていく中、重要な拠点スーパー

としての機能を持っていただきたいとか、どこに再建するとか、どういう形ですると

か、そういった部分も含めて話をさせていただいているところでございます。 
 施設については、当初は地域の方が建てたという話も伺っておりますが、現在村の

施設でございますので、要望に基づいてですね、責任を持って建物の再建を進めてい

きたいというふうに思っているところでございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  とうほう百貨店・農産物直売所は、人口減少で採算が取れなくなった村内の商店が

次々と閉店する中で必要不可欠な施設です。その再建に村の浮沈がかかっていると思

います。 
 とうほう百貨店・農産物直売所は、職員を雇用しています。人口減少が続く東峰村

で、日々の売り上げを確保し、収益を出し、雇用を継続していくことは至難の業と思

います。生半可な村の支援では、再建し、運営を継続していくことは極めて厳しいの
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ではないでしょうか。 
 建物や設備、備品などハード面の支援だけではなく、人的支援などソフト面の支援

の必要性について、村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さん、ご提案いただきました。また、具体的な支援の内容については、相手方

もいることでございますので、再建の協議を行う中で具体的に検討させていただきた

いというふうに思っているところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  やはりとうほう百貨店がなくなって、村民の方は大変困っています。 

 これは、先ほどの大行司橋上流のことと同じで、やはり村もスピード感を持ってで

すね、関係者と協議をし、再開ができるだけ早くできますように、村長の格段のご努

力をお願いしたいと思いますが、その件について、村長の考えをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  スピード感というお話をいただきました。 

 もちろん期間についてはですね、できるだけ速やかに方針を決め、動いていきたい

というふうに思っているところでございます。 
 また、併せて、やはり地元の商店というものがですね、現状、今ちょっとない中で、

仮に仮設店舗等をどうするか、その辺も含めてですね、今お話をさせていただいてい

るところでございますので、これについては、今後の協議をさせていただきたいとい

うふうに思っているところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  次に、村ホームページの充実・発展について、質問します。 

 ６月議会で広報誌の住民アンケートを要望したところ、８月号で実現しました。今

後も継続し、「住民が主人公」を基本理念に、住民が読みたくなる、誇りになる、村

に住み続けたくなる広報誌を目指していただきたいと思います。 
 さて、今年３月に東峰村のホームページが改修されましたが、私にはまだなじみに

くい内容です。見出しの項目を開いても説明が空欄のものがいくつかあります。カレ

ンダーもほとんど記載されていません。チャットボットで簡単な質問をしましたが、

まともな回答はありませんでした。 
 同じころ、「すばらしい社会福祉協議会のホームページができましたよ」と同僚議

員から聞き、閲覧したところ、本当にそのとおりでした。 
 市町村のホームページに必要なものは、一に調べやすさと見やすさ、二に地域の特

色、三にきれいさと言われています。 
 ２つのホームページを調べやすさで比較しました。調査対象は村の広報誌と社協だ

よりです。 
 村のホームページは、トップページから見たい広報誌にたどり着くまで６回クリッ

クが必要でした。一方社協だよりは、わずか２回のクリックでした。 
 次に、見やすさ・きれいさを比較すると、村のホームページはほとんどが行政特有

の事務文書です。色は白地を背景に黒く小さな文字、いわゆるモノクロの世界で少し

冷たく感じます。 
 一方社会福祉協議会のページは、柚子の色をテーマに、写真やイラスト、カラーを

背景にしたところもあり、活字も大きく、文章の表現もやさしく感じます。そして、

何より社会福祉協議会のホームページのすばらしいところは、トップページから調べ

たいページまで１回のクリックでたどり着けること、そして、そのたどり着いたペー

ジから、他に調べたいことがあるときは、そのページからわずか１回のクリックでた

どり着けることです。非常にアクセスしやすいのでイライラしません。 
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 村のホームページは、同様に別のページを探すとき、一度途中まで戻る必要があり、

４、５回クリックすることになります。 
 村長は、改修した村のホームページをどのように評価しているのか、伺います。 

 議  長  村長 
 村  長  ホームページに先立ちまして、広報の話をしていただきました。 

 議員さんおっしゃるとおり、自治体広報にはですね、ホームページも合わせて、村

民に正しい情報を伝える、また、村外の方に村の魅力を伝えるなどの重要な役割があ

るというふうに思っているところであります。 
 アンケートについてのご提案をいただきまして、早速取りかからさせていただいた

ところでございます。 
 ただ、ふるさと推進課のほうには、１回ではなくてですね、もう広報誌にＱＲコー

ドを入れればいつでもアンケートが取れるような形でもできるんじゃないですか。確

か、そういう形に一部やってたと思いますが、そういった形で、常に改善の努力はで

すね、させていただきたいというふうに思っているところでございます。 
 ホームページの件でございますが、ホームページのリニューアルの概要について

は、以前のホームページがスマートフォン対応をしていないということで、スマート

フォンからの画面が見にくいという問題もございましたので、スマホでも見やすいホ

ームページでも見やすい、ちょっと見やすいというのをですね、第一に改修をさせて

いただいたところでございます。 
 前の村のホームページが、一度にいろんな情報を詰め込みすぎて非常に見づらかっ

たということがございますので、その点については、見やすく分かりやすいページに

なっていると、私としてはですね、評価しているところでございますが、先ほどもい

ろいろと議員さんのほうにご提案と申しますか、言っていただきました。 
 社会福祉協議会のページというのは、ちょっと申し訳ございませんが、私のほうも

確認はしておりませんので、そういった部分を見ていく中で、目的のページにいかに

早く着くかという部分と、村のホームページがいろんな情報が同一のやり方でやって

おりますので、やはりメリハリのある、情報を欲しい方がどういう情報を欲しいのか

というところをですね、挙げた部分についてのホームページの改修等もですね、リニ

ューアルしたばかりではございますが、いろいろと課題について検証、検討をですね、

していかなければいけないというふうに思っているところでございます。 
 特に、カレンダーとか情報が更新されてない、もうこれについては、行政の怠慢と

言われても仕方がございませんので、これについては、しっかり情報更新するように

ということで指示を出したところでございます。 
 ご指摘いただきました点につきましては、業務改善、意識改革の中でしっかり取り

組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  本当に広報誌のアンケートはですね、非常に良かったと思っております。 

 ただ、村長、今申しましたように、ＱＲコードでできることは私も知っています。 
 けど、高齢化率５０％に近い東峰村で、それができるお年寄りはほとんどいないの

ではないかと思うし、今回私もＱＲコードは使いませんでした。 
 私自身も議会だよりで毎回アンケートをしていますが、すべて紙媒体、いわゆるア

ナログだよりです。それがやはり高齢者から若い人まで、すべてに平等な情報収集の

手段ではないかと思っています。 
 そういったことですので、やはり村の広報誌もですね、今回を契機に、再度ＱＲコ

ードではなくて、ＱＲコードも含めてですね、紙媒体もお願いしたいと思いますけど

も、村長の考えをお伺いします。 
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 議  長  村長 
 村  長  ＱＲコードに限るという話をしたわけではございません。 

 今回のアンケートについても、ちょっと別紙という形で出されていましたので、も

う広報誌の１ページを切り抜くか、もうはがきサイズで送れるようなですね、ちょっ

と形でもできるんじゃないかという提案はしておりますので、そういった部分につい

ては、また課のほうでですね、検討させたいというふうに思っています。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  今回初めてだったから仕方のない面もありますが、せっかくＡ４の紙１枚出してい

ますので、回答される方が裏表両面使えるように、これから配慮をお願いしたいとい

うふうに思っています。 
 それでは、ホームページについての質問に続きたいと思います。 
 令和４年度主要施策の成果にホームページの改修経費が５３７万９千円と記載さ

れています。相当な経費です。その価格に見合う改修であったか、検証する必要があ

るのではないでしょうか。 
 私は、ホームページのかなりのページをプリントアウトして、改善していただきた

いところをたくさん発見しましたが、多くは次回の質問に回します。 
 しかし、既に公開されて６カ月が経っていますので、早急に改善が必要な１つの項

目を指摘させていただきます。 
 それは、入札適正化法で市町村に義務付けられている入札情報です。 
 現在の入札情報は、非常に不十分な内容だと思います。年度別に分けてもいません

し、平成２９年度と令和３年度の事業が主で、金額の記入がないものがほとんどです

ので、入札情報の体をなしていないと思います。 
 旧小石原小学校校舎の改修関係では、２つの関連工事は掲載されていますが、本体

工事は掲載されていません。平成２９年度のゲストハウス拠点整備事業に金額や落札

業者の記入がありません。棚田景観保全事業も、さまざまな業務委託事業は全く掲載

されていません。入札情報は法律で公開が義務化されていますので、早急な対応が必

要です。 
 このようにホームページのさまざまな課題を解決するため、役場職員全員に閲覧を

依頼、職員が自分事としてホームページを調査、改善箇所を相互に指摘し、他の市町

村のホームページにも学び、先ほどの調べやすさ、見やすさ、地域の特色、きれいさ

をより向上していくように普段の改善を重ねていけば、住民が見たくなる、誇りを持

つ、そして、利用しやすいホームページに充実・発展していくことが可能だと思いま

すが、村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  ホームページの、先ほどご指摘いただいた部分につきましては、すみません、ここ

は言い訳してもどうしようもございません。 
 内容については確かに、落ち度がある部分についての確認不足という部分があった

と思いますので、それについてはしっかり、今回リニューアルにあたって各課にです

ね、しっかりページを見てもらって、したところではございますが、やはり確認のと

きには、アナログになるかもしれませんけど、紙で打ち出して確認するという手間は

ですね、必要なのかなと、ちょっと改めて思ったところでございます。 
 入札については、当然法律で２５０万でしたっけ、金額以上については公開しなけ

ればいけないという部分でございます。 
 自分も村長になりまして、情報戦略、情報の発信が一番重要という形を言っておき

ながらですね、このような部分になっていることについては、大変申し訳ない、反省

しておるところでございますので、しっかりこれについても、ちょうどリニューアル
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から半年経っておりますので、再度各課の確認とですね、本来であれば情報担当１人

置いて、こういった部分も見るような形を取りたかったんですけど、なかなか災害の

ほうでようやくと思ったら、また災害があったということで、これは言い訳になりま

せん。しっかりこういった部分に体制を作って、やっていきたいというふうに思って

おるところでございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  ホームページは、世界中から閲覧することができます。 

 そのためには、内容をより魅力的にすることで、村のファンづくり、ふるさと納税

や義援金のお願い、観光・交流の振興、移住促進などに効果を上げることが可能だと

思います。 
 そのためにはお客様に説明するときのように、分かりやすく丁寧な文章と親しまれ

るイラストや写真を活用することが大切だと思います。 
 村長は、移住者が多く人口が増え続けている北海道東川町を昨年８月に視察してい

ます。東川町のホームページは、移住・定住政策を推進する内容になっていますので、

ぜひ、参考にしてほしいと思います。 
 現在のホームページをより魅力的にし、村の政策課題を後押しするものにするため

に、さらに知恵を絞り、内容を再構成することについて、村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  ホームページにつきましては、先ほども申しましたとおり、前のホームページが非

常に見づらかったということで、見やすさをですね、重視して改善したところではご

ざいますが、さまざまなご意見をいただきました。ご指摘もいただきました。 
 こういった部分を踏まえて、いろんなホームページについてもですね、アンケート

のページがないというのも１つございました。 
 自分はあると思ってて申し訳なかったんですけど、実際聞いたら、アンケートのペ

ージって探していかないとないという部分がございました。よそで言えば、ページを

見た後に、一番下にですね、ありました。そういった部分で、もうそれ載せるの難し

くないので早く載せなさいという話をしています。 
 そういった形でさまざまな、だったら見やすいとかこういう情報が欲しいとかです

ね、ご意見もいただけると思いますので、こういった部分についてもですね、しっか

り今後改善を図っていきたいというふうに思っているところでございます。ありがと

うございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  ありがとうございます。 

 社協のページのところでも言いましたが、やはり私たちがホームページを見るとき

には、限られた時間内で見ますので、やはり何回のクリックで目的地のページにたど

り着くか、その回数は非常にやっぱりイライラするのか、すぐ来たけん良かったなと

いう、今後この村のホームページを何度も村内の方、あるいは市町村以外の方、他の

町村の方に見てもらわなくては作った意味がありませんので、そういった見やすさも

大切です。そして、スマホで見れることになったことは大変良かったと思いますが、

やはり何回クリックして、その目的の場所にたどり着くか、そこもやはり十分改善し

ていただきたいと思いますが、最後の質問ですが、村長の考えをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  ありがとうございます。 

 ホームページについては言われたとおりですね、例えば、広報誌を探しに行くにし

ても、広報のときに、もう何年しか出てこないというのがありますので、本来であれ

ば直近の何号かは、もう写真をクリックしたらすぐ見れるとかですね、そういう見や
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すさの配慮というのはほんと必要だというふうに思っておりますので、この部分につ

いても併せて、しっかり改善をさせていただきたいというふうに思っております。あ

りがとうございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  以上で、私の質問を終わります。お疲れ様でした。 
 休  憩  
 議  長  １１時２５分まで休憩します。 

（１１時１８分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１１時２５分） 
 議  長  ６番 高橋弘展議員の質問を認めます。 

６番 高橋弘展議員 
 ６  番  私は、令和５年７月豪雨について、質問をしてまいりたいと思います。 

 先ほど村長のあいさつのほうにもありましたけれども、「暮らし・仕事・自然」、こ

の３つ大きな形で示されましたけれども、この３本柱について、しっかりと村もスピ

ーディーにですね、速やかに進めていっていただきたいなと思うところで、暮らしに

ついてのところは、特に国等の決められた補助であったり義援金等々ですね、進めて

いくべきところがあると思いますので、ぜひとも被災された方々がいち早くですね、

生活を再建できるように努めていただきたいなと思います。 
 私の質問については、暮らしの部分は、村の今の部分を進めていただくとして、仕

事と自然という部分に関してですね、ちょっと気になるところ、これからどう進んで

いくのかという部分に関して、お尋ねしていきたいと思います。 
 ６年前の平成２９年九州北部豪雨災害、あるいは近年新型コロナウイルス感染症に

伴って商工業者ですね、によっては、度重ねて災害、その感染症によって融資等を受

けられてきているということを聞いております。そして、また今回、このように大き

な災害が発生をしてしまいました。 
 県では、先ほど村長も申し上げたとおり、復旧に向けた商工業者への補助金という

のが、今回初めてに近い形でしょうか、作られたのは本当に明るい兆しだと思うんで

すけれども、村としても、東峰村小規模企業振興基本条例というのが災害後に条例化

されております。その基本理念にも伝統産業の継承、地域産業の継続的な発展という

ふうな基本理念が掲げられているんですけれども、村としては、商工業者に対してど

のような支援策を考えているのか。 
 その下までもう例を書いてあるので、ちょっと例の部分を読み上げさせていただい

て質問させていただきたいんですけれども。 
 例えば、今回、県の復旧支援の補助金、名称が中小企業事業再建支援補助金という

のが立てられたかと思います。 
 その中で補助条件が１億円、補助率が中小企業であれば２分の１、小規模事業者で

あれば３分の２以内ということで、非常に大きな補助メニューではあるんですけれど

も、例えば、やはりなかなかこの小規模事業者、零細企業というのが多い本村におい

ては、県の復旧支援補助金の補助率のかさ増しであったり、あるいは窯元さん、商工

事業者さんによってはいち早くクラウドファンディングをして、その資金の確保とい

うことを考えられているところもあったりという中で、例えば、クラウドファンディ

ングの事務・決済手数料の補填、さらにふるさと納税、本村も毎年３億から４億近く

の納税をいただいているところでありますが、それのプロジェクト化ですね、これも

クラウドファンディング化と言ったらいいでしょう。 
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 そういった形で、村独自で補助制度、支援制度を作ることによって、特に申し上げ

たいのが、やはり大変なのは、もちろん補助金を活用すれば、本当にありがたい補助

金、今回できておりますけれども、最初に申し上げたとおり、度重ねて融資を受けら

れているということも、ぜひ加味したうえで、やはりその資金を獲得する、再建する

ための資金を獲得するために、村の独自の支援ができないかということで、ご質問さ

せていただきます。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど議員さん申されたとおり、自分のあいさつの中にもございましたが、県のほ

うから小規模事業所の再建支援の補助という形で９月補正、まだ計上されたばっかり

でございますが、で対応されることがですね、示されているところでございます。 
 あいさつにもありましたけど、２９年災害のときにですね、補助等の要望をした中

でもなかなか実現ができなかった。その中で、村としてできることというところで、

義援金の中から被災を受けた事業所に対して、再建の概ね１０％をですね、支援とい

う形で義援金をお支払いしたという、過去の経緯はあるところでございます。 
 今回の部分について、うちとしては、本当は令和２年の災害のときになりわい再建

支援金というのがございました。この制度が、昔の熊本地震等におけるグループ補助

金に対して個人事業所も対象になるということで、この事業の国の働きかけをお願い

したいということで、議員さん、知事なりに言っていたところでございました。 
 ちょっとそれで、なりわいについては、直接なんですけど、ちょっと難しいという

話、ただ県のほうでしっかり考えるからという返事をいただいて、この小規模事業所

の再建支援金がなされたもの、うちだけじゃないですけど、いろんなところが被災を

受けておりますので、創設していただいたということは、非常に、特に伝統工芸を持

つ東峰村、非常に小規模なところが多いので、助かる制度だというふうに思っておる

ところでございます。 
 ご意見いただいた分でございますが、まずは、この福岡県の小規模事業所の再建補

助の関係、ちょっとまだ要綱等が示されておりませんので、この要綱に基づいて、ち

ょっと聞くところによると、コロナウイルスの持続化補助金並みの書類を作らなけれ

ばいけないという話もちょっと耳にはさんでおりますので、やっぱりこういった部

分、確実に希望する事業者がですね、申請ができるような支援体制、コロナの申請に

ついては商工会にお手伝いしていただきましたので、そういった形でですね、連携し

て取り組んでいきたいと思っているところでございます。 
 補助金のかさ上げというよりは、そういった部分のしっかりした申請のお手伝い

と、まだこの要綱が示されておりませんので、要綱に該当しなかった、例えば金額と

かですね、そういった部分について、どういう形で支援を行うか、これは、ちょっと

まだ要綱を見てから商工会、団体等と話をしながらですね、検討させていただきたい

というふうに思っているところでございます。 
 いくつかいただきました。クラウドファンディングについては、今、手数料がゼロ

のクラウドファンディング、今、東峰村で１社クラウドファンディングされています

が、あそこは手数料がゼロというふうに伺っております。そういったところのですね、

活用を、今、陶器組合さん等と何か、自分たちも応援と言ってもページを作るノウハ

ウはございませんので、ページについては、すべて自分たちで作っているということ

で、作ってくれるというわけではございませんでしたので、そういった部分でどうに

かお手伝いというか、支援ができないかなというのは考えているところですが、ちょ

っと実現のハードルがですね、ちょっと高いかなというふうに、今の自分の実感とし

てはですね、思っているところであります。 
 ふるさと納税については、村も災害のページという形で、いろんなポータルサイト
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に出させていただいて、納税額については災害支援という形で、いろんなポータルサ

イト合わせて、現在３００万ぐらいは寄附を頂いているところでございます。 
 特定目的型、ガバメントクラウドファンディング的なもの、特設ページを作るとい

うところまでは行っておりませんが、ちょっとそこの検討もですね、今、課のほうで

ですね、検討させていただいているところでございます。 
 そういった部分を今やっておりますので、そういった部分とですね、特に商工会と

連携が必要になってまいります。商工会と今やっている部分については、セーフティ

ーネットの保証４号の補助とかですね、増強、そういった融資の部分についても、併

せていろんな形で協議をしながら、支援策については、やっていきたいというふうに

は思っているところでございます。以上です。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  県の中小企業事業再建支援補助金についての考え方については、理解をさせていた

だきました。 
 ただ、根本にちょっと言わせていただいている、やはり度重なる融資を受けてきて

いるという部分を、加味をされているのかなというのが１つあります。 
 もちろん今回の災害は今回の災害として考えていかないといけない部分はもちろ

んあるかと思うんですけれども、やはり資金繰りであったり、そういったところで、

更なる融資を受けなければならないという状況で、やっぱりこの不可抗力による災害

で、それに対して支出をしなければならないことが起きている。２軒の窯元さんにお

いてはもう、今、現時点でも要は、事業ができていないという状況を加味すると、や

はりなかなか厳しい状況があるのかなと、その資金を捻出するにあたっては。 
 というところを考えると、やっぱり県の補助金自体も、ありがたくも小規模事業者

であれば３分の２補助がありますけれども、やっぱり３分の１は不可抗力にあった災

害であっても負担をしなければならないという、非常に厳しい世界ではあります。 
 そういったところで、村長が先ほど言われた６年前、平成２９年の際は義援金のほ

うから１０％分というのがあるのであれば、やはり今回も村から何かしらか、その補

助をできる制度というのがあってもいいんじゃないかなと思います。 
 もちろん前回はそういう県の制度がなかったという前提はあるんですけれども、や

はり村から、あのときはあって、じゃあ今回はないですよと言うと、じゃあ村は、先

ほども言った、条例があるにもかかわらず何をしてくれるんでしょうか、という部分

にも捉われるのかなと思います。 
 もう一度ちょっとこの県の補助金に対しての部分について、村長の見解をお尋ねし

たいと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  ご意見ありがとうございます。 

 こういった部分について、何らかの手立て、手当てはですね、させていただきたい

という思いはあるんですが、先ほどの県の補助金、これも非常に大きなことでござい

ますので、これを第一に考えるというのはご理解いただいたかなというふうに思って

いるところでございます。 
 今回、義援金配分委員会というのを開催させていただきました。そのときの内部の

事情といたしましては、これまで６年前の部分、ちょっと話はさせていただいたんで

すけど、これについては、県の３分の２、小規模事業所の支援金がありますので、こ

れに、本当にもう対象とさせていただくための努力、これを第一に考えたいというこ

とで、ちょっと義援金のほうも、これから一旦ちょっと外させていただいている経緯

はございますので、これは、まだ義援金については、あくまで２９年の義援金の残り

を基金として積み立てさせていただいたというのがございます。 
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 今年の災害における義援金については、まだ村のほうにはいくばくか寄附を頂いて

おりますが、まだ県等を通じての義援金の配分が分かっておりませんので、その辺り、

２９年のときも最終的には第６次まで行って、商工業関係ですね、４次で配分が決ま

ったかなというふうに思っております。こういったところをですね、さまざまな現場、

商工会、組合等のご意見を伺ってですね、村としてはしっかり態勢ができればという

ふうに思っているところです。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  本当に義援金については、僕もやはり商工事業者が一番かというと、やはり生活の

再建ということで、住宅等と被災された方というのは、もちろん優先になるというの

は理解しております。 
 今回の補正予算の中でも、今回要は、義援金というか、村に来ている義援金が５０

万程度ぐらいだったでしょうか、というなかなか厳しい現状も分かってきてはおりま

すので、その辺で義援金という部分を基にと言ったら非常に難しいかと思います。 
 ただ、ふるさと納税等ですね、やはりこの東峰村に対しての応援という部分は、ま

だまだ呼びかけ方によってはどんどんあると思いますので、やっぱりそういった財源

をですね、しっかりとこの地場の産業、特に伝統産業という部分に対して充てれるよ

うな村の施策というのが必要になってくるのではないかなと思っております。 
 ６年前にもう１００年に一度、５０年に一度と言われてた災害が、もうたったの６

年で来てしまっているので、やはり事業をされる方々が、じゃあ、県の補助金、今回

ありましたけど、じゃあ、次回はあるのかって、もう規模が大きすぎて要望できない

ですけど、やはり村は、こういう災害があっても、しっかりとこういう事業を再建す

るためにサポートできる仕組みがありますよというのが、大きな事業を継続していく

ための形だと思うんですよね。 
 なので、もちろん県の補助金は使っていただく、それについてサポートしていくと

いうのはもちろんあるんですけれども、村としても、こういう災害が起きてもサポー

トできる仕組みというのを、ぜひ作っていっていただきたいと思いますが、村長の所

見をお伺いいたします。 
 議  長  村長 
 村  長  今、事業所の被害、再建、そういった部分の視点ではございますが、１つ村として

公的に考えているのは、専決の中にもございましたが、小規模治山事業の拡充という

ものがございます。 
 これについては、これまで壊れたものをどうするかという部分ではなくて、土砂や

水の流入ですね、これをどう防ぐかという部分で土留擁壁を、家の中に水が入らない

ようにする。これについての事業をですね、もっと使ってほしいということで予算を

計上させていただいていたところでございます。 
 そういったところで、根本的な原因、もうちょっとここに壁があれば水が入って来

なかったのにという部分についてですね、しっかりやらせていただきたいというの

は、１つあるところでございます。 
 あと支援について、これが非常に悩ましいところではございますが、支援を先にと

いうか、こういった部分について、どういう形で災害については多種多様、そのとき

の災害でいろいろと形がございますので、これに一律の援助策というか、支援策を示

すのはなかなか難しいなというところはございますので、これについては、その都度

と申しますか、そのときに対応をさせていただきたいなというのは思っているところ

でございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  令和２年になりわい再建支援金でしょうか、そういった話もあったり、熊本地震の
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ときはグループ補助みたいな部分もあったというところはあったんですけど、自治体

レベルからすると、小規模事業者にとっては使いにくいものというのが、国・県の補

助金というのが今まであったかと思います。 
 その中で、今回県はすごい英断を下されたんですけれども、そうでもない、令和３

年、４年、５年で被災をされている他の市町村を調べてみると、もう市町村独自でそ

ういう支援金を作られているんですよね。 
 なぜ作られるかというと、よりスピーディーに再建するためにできることと言った

ら、市町村で回すことが一番早いわけなんですよね。 
 先ほど村長言われたように、じゃあ、これが結構国の補助金並みに申請に手間がか

かりますということだったら、もうそれだけで心が折られてしまうので、もちろん商

工会の方がお手伝いいただけるとしても、村がそういうコロナのときも補助金作られ

ましたけれども、そういうふうにスピーディーに、かつ効率的に出すものができれば、

大きく変わってくるかと思います。 
 何回聞いても、なかなか村長のお考えは同じようなので、こういうことを一応お伝

えしておきますが、やはりコロナのときできて、災害のときできない、それは財源が

あるか、ないか。もちろんあるけれども、そういうふるさと納税みたいに応援しても

らえるお金があるなら、そういうことができるんじゃないかということを、少し意見

的な形で申し上げさせていただいて、その横並びになっているクラウドファンディン

グについて、もう少しお尋ねしたいと思います。 
 手数料が０％の、もちろんクラウドファンディングあります。いろいろあるかと思

います。なかなか大手の部分で０％にしてくれるというのが、できないという話は聞

いておりますので、６年前の災害のときでも、最後のカード決済手数料だけは下さい

みたいな部分もあったりしました。おそらく０％はまた別のところだとは思うんです

けれども。 
 クラウドファンディングでやっぱり何が重要かというと、やっぱりサイトの人口で

すね、であったり、その進めていき方というのはあるかと思います。やっぱり大手は

大手なりの強みがあると思うので、いろいろその辺は商工会さんのほうでもサポート

できる仕組みもあると思いますので、ぜひ、そういった部分をうまくやっていただき

たいんですけれども、ここでやっぱり重要なのが、村がどうやってそれを広報するか

というのが一番大事だと思います。 
 クラウドファンディングについて、そういうふうな村から広報の支援、要はアピー

ルですね、ＰＲをする思いは、村長あるんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  思いは十分あるところでございますが、ちょっと今具体的に、今１社の方がされて

おります。どういう形でＰＲの支援、ホームページに載せる、また、村が発信してい

るＳＮＳに乗っけるというところはちょっと思いつくんですけど、その辺りもまだ事

実できてない部分もございます。そういったところについては、早速取りかかりたい

というふうに思っております。 
 他に、そういう部分でアイデア等がございましたら、ぜひ、後ででも教えていただ

きたいというふうに思っているところでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  やはりどう広報していくかで、東峰村自体が６年前被災をして、また今回被災をし

ているという部分でのメディアの注目度であったり、今、幸いにもＪＲ九州さんの日

田彦山線 BRT による、やはり東峰村の取り組みの関心度であったり、そういったメ

ディアの注目度というのは、非常に高い部分を維持しているということであれば、マ

スメディアの打ち方であったりでもプレスリリースを村からうまく、こういうふうな
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村内で取り組みをしていますというのが、村という公的機関が出すことで、全然説得

力が変わってきます。 
 そういったあり方であったり、先ほど言ったクラウドファンディングのサイトの掲

載順位であったりする部分も、ある程度のお金という部分があれば上に出せたり、そ

こはもう村との、事業者との交渉力になってくるので、そういった部分も積極的にす

れば、少ない資金投資で大きな効果を得られる可能性があります。 
 もちろんそれは事業者ごとに公平性というのは保たれなければいけないですけれ

ども、そういった部分でぜひ、知恵を絞っていただきたいなと思います。 
 ふるさと納税についても、ぜひ、そのプロジェクト化というのを進めて、これが東

峰村の新しい災害の復旧のあり方だというのを、ぜひ、商工事業者や村外の方にも示

していただきたいなというのが思いとしてありますので、ぜひ、その辺についてお取

り組みいただきたいですが、よろしくお願いいたします。 
 議  長  村長 
 村  長  クラウドファンディングの件については、先ほども議員さんも申されましたが、や

はり公平性という部分がどうしても引っかかるところでございますので、一度組合の

ほうにもですね、窯元で言えばまとまってできるのであれば、村としてもですね、取

りかかれるという話をしていたんですけど、ちょっとそこら、相手方のほうの動きが

にぶうございましたので、その件についても、ちょっと一度しっかり話をさせていた

だいて、そしたらここも出してますという形で出るんですけど、今ちょっと個人事業

者１社だけですので、村がなかなか出しにくいという実情がございますので、これに

ついては、公平性、公益性の観点もちょっと踏まえた上で、対応をですね、しっかり、

もう２カ月経っておりますので、情報的にですね、早く出すべきものであったとは思

っておりますので、ちょっとあんまり時間をかけずに何らかの対応をさせていただき

たいというふうに思っております。 
 ふるさと納税については、今ちょっと、どういう形でできるかというのをポータル

サイトのほうとですね、担当と話しているということでございましたので、これにつ

いても進めさせていただきたいというふうに思っているところでございます。以上で

す。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  なかなか被災されている方はどう動けばいいか、やっぱり模索というか、もうなか

なか前が見えない中されていると思いますので、生活再建のときもそうなんですけれ

ども、やっぱり寄り添って、どうしていきたいかということを一緒になって考えてい

ける体制を、ぜひ、作っていただきたいと思います。 
 次の質問にまいります、 
 今回の災害では、空き家のほうも結構軒数、被害が出ていると聞いております。 
 この空き家で、適切に土砂出しであったり乾燥等をされている空き家もありますけ

れども、もうお手上げという形でですね、処置ができてないという部分も少し聞いた

りいたします。 
 そういった空き家に関して、今後老朽空き家、危険空き家になる可能性が非常に高

くなるのかなと思います。その中で、やはり役場から適切な指導であったり、あるい

は空き家バンクの制度をうまく活用して、いち早く処置をしていくべきところかなと

思います。 
 対策等はどのように行うのか、どのように考えられているのか、お尋ねいたします。 

 議  長  村長 
 村  長  現在、被災証明という形で申請が出されている空き家については、６軒あるという

ふうに報告を受けております。 
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 この被災を受けたところ、ちょっと調査というか、見た目で半壊以上という条件は

あるんですけど、その条件はありますが、対象であれば、解体撤去費の２分の１の補

助を行うという形で、今、要綱をですね、定めて、これは２９年と同様でございます。

しております。 
 これについては、住民福祉課のほうが担当しておりますので、対象については、そ

ういうご案内等もですね、被災証明の中に入れておりますので、またそういったご案

内を発送するという形で準備をしているというところでございます。 
 老朽危険空き家という分類、被災を受けてない建物についての危険度という話につ

いては、今、特定空き家の認定のプロセス、これを今、総務企画課のほうで体制を整

えているところでございますが、これも特定空き家まで見た目でもいかないところ、

これについて、空き家バンクのほうにシフトというか、させていく、これを、これま

では受身の形でやっておりました。これは、やっぱりずっと議員さんご質問いただい

てた部分で、やっぱり村が全面に出ないと、なかなか空き家のバンクもですね、進ま

ない、登録の件数がない、登録の件数がないと、やっぱり見る人も少なくなってくる

ということがございますので、やはり空き家について、もっと村がどういうふうにか

かわれるか、もっと村が仲介人になってもいいんじゃないかという話も、ちょっとし

てはいます。法律上の問題とかありますが、こういった部分はあると思いますが、こ

ういった部分で少し前進できないかというふうに考えているところです。 
 １つ空き家バンクについてはレットゾーン、特別警戒区域については対象としてい

ないというところがございますので、この分についてもご承知いただきたいなという

ふうに思っているところでございます。以上です。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  被災証明の申請が６件ということなんですけれども、この６件だけであれば非常に

把握ができるのかなと思うんですけれども、やっぱり問題は６件以外にあった場合に

というところで、この６件の方々はやはり定期的にこの空き家に対してお世話という

か、管理をされている方々である可能性は非常に高いんですけれども、やっぱりたま

に来て、ああって言ったときにはもう、なんでしょうね、家の中カビだらけになって

たり虫が湧いてましたというところでは、やっぱり非常に周り近所にも影響を及ぼし

てしまう可能性があると。 
 先ほど村長もやっぱり受け身では駄目と。プッシュ型で打ち出していかないといけ

ないというのであれば、大体の今回被災ゾーンというのは分かって、結構限られてい

るところではあると思うので、やっぱりそういうところのエリアに関して集中的にロ

ーラーというか、１件１件潰していって、被害の有無というのを確認していくべきか

なと思います。 
 もちろんそれをするのは所有者の義務ではあると思うんですけれども、そこまで思

いをもって所有してないからこそ、そういう老朽空き家ができてしまうわけなんで、

ぜひ、その辺の把握をいち早くしておくことで、後々また管理がしやすかったり、そ

の所有者への打ち出し方がしやすいと思います。ぜひ、そういう早めの動きをしてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  調査についてはですね、ちょっと中に入るには持ち主の許可が要るという、これは

法律上の部分もございます。特定空き家に認定するにあたっても、許可を受けたうえ

で中を見なければいけない。外観とかですね、周囲に影響を及ぼす。この辺りの観点

からは言えると思います。 
 実際に現地を見る中で、周りの状況からたぶん土砂が入っているであろうとか、そ

ういった部分についてですね、想定される部分については、ちょっとすみません。所
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管課がですね、総務企画課とですね、ふるさと推進課、空き家対策が総務企画課で空

き家活用がふるさと推進課という、ちょっといびつな部分になっておりますので、し

っかり対策のほうなんで総務企画課かなとは思いますが、こういった分についても、

ちょっと今、人員の関係もございますけど、しっかり取りかからせていただきたいな

と思っています。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  次の質問にまいります。 

 流末処理について、お尋ねしてまいりたいと思います。 
 ６年前の災害からですね、砂防ダムであったり治山ダム含め、いろんな渓流等の改

良工事も含め行われてきた経緯があると思います。 
 村長のごあいさつの中でも小河川については、いろいろ改良できるところは改良し

てきたというご説明もあったかと思います。 
 そこで、要は、箇所箇所砂防ダムできましたと。そこまでは立派なものできている

んですけれども、その後の、要は、川まで流れる部分というのは、やはりなかなか整

備ができてないのかなという部分があります。 
 やはり今回の災害の部分を見てましても、立派な砂防ができてたんだけれども、や

っぱりその先で、その直後で詰まってしまって、例えば、国道の暗渠を通る前に詰ま

ってしまったんで、全部国道に溢れて出てしまった。村道に溢れて出てしまった。そ

ういった部分が、６年前と結構同じ場所でそういう部分が見られてきています。 
 やはりそういう流末処理という部分をしっかりしておかないと、何回でも同じこと

が起きるという部分を、ぜひ、認識されているとは思いますが、そういったところに

対して早急な調査であったり改良工事を行うべきと思うんですけれども、村の対応を

お尋ねいたします。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員おっしゃられたように、確かに砂防また治山の施設等ができてですね、その後

のところで、今回の７月の豪雨では、やはり被災をしているようなところも見受けら

れているところではあります。 
 実際、６年前からの災害を受けてですね、流末の整備ですとか復旧管理、村のほう

としましても、適宜実施しているところではあります。 
 ただ、そのようなこともしながらもですね、今回の災害においてはですね、民家等

への被害が出ているという事実もございますのでですね、そこの部分についてはです

ね、しっかりと村もやっていかないといけないなとは思っておりますが、６年前に治

山とか砂防の施設ができて、実際、今回の７月の豪雨については、その２９年災の同

等までとは言いませんけど、雨が降り、河川水も非常に高いような状況になってきて

いる中で、流木ですとか土砂の量というのは、ある程度減ってきているということは、

ちょっと実感としてはあるんですけども、そういった意味では、その治山とか、そう

いったもの、砂防とか、そういった施設の一定の効果はあったのではないかなという

ふうには思っているところです。 
 ただ、確かにおっしゃられるように、その後のですね、そこから流れる小河川とか、

あとおっしゃられる道路下の管、そこ辺の改善につきましてはですね、引き続きです

ね、被災原因とかの調査を実施してですね、そこの改善ができるものについてはです

ね、改善できるように予算等を確保していきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  今、課長がおっしゃったとおり、やはり砂防ダム、治山ダムの成果はすごく上がっ

ているかと思います。もちろん満杯になっているダムもありますけれども、スリット
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型のダムをかなり多用したことで、流木による河川でのせき止めというか、そういっ

た部分も減ったのかなというのは、一定の効果はあっているかと思います。 
 その代わりスリットダムを多くしたことによって、流水量というのが、それ以上に

上がったんじゃないかなというのが、先ほど樋口議員の、河川の水位が前回より高か

ったんじゃないかという部分にすごく繋がってくるんですけれども。 
 そういった部分で、やっぱり一旦は、一部の被害は止まったけれども、そうじゃな

い部分が発生した場合は、そこの原因もしっかり究明をしていただきたいなというと

ころで、１つ村長のあいさつの中でちょっと気になる部分があって、要望を受けた部

分に関しては、やっぱりいち早く進めてまいりましたという、小河川の改良、緊防災

に係る部分とかなんですけれども。 
 やはり住民にとっては、そこをどうしていいか分からないという状況であると思う

んですよね。もちろん国道の下を通る暗渠、村道の下、道路の下を通る暗渠等に関し

ては、なかなか簡単にいくかって、いかない部分もあるかと思います。 
 ですので、要望を待ってどうこうというよりか、やはり村が責任を持ってそういう

治山工事をした、特に後とかですね、そういう改良された後とかの場所、もしくは毎

回同じ所で詰まるという場所に関しては、やっぱりいち早く調査して、村でしっかり

優先順位を考えていただかないと、なかなか全村的に改良が進んでいかないのかなと

思います。 
 もちろん予算の関係があると思うんですけれども、ぜひ、村として全村的に、そう

いう流末処理の部分というのを重く捉えていただいて、調査をしていただきたいなと

思いますが、いかがでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  すみません。舌足らずなところがあったかなと思っております。 

 小河川等の改修については、要望順というわけではございません。もちろんですけ

どですね。ただ、要望という話を自分がしたかどうか、ちょっと文章にはなかったん

で申し訳ございませんが。 
 元々が小河川、いわゆる谷川の改修というのがですね、国や県、起債等の財源が本

来なかったという事実の中から、２９年の災害を受けて改良復旧を行う。改良復旧を

行った後に、やはり次はというか、の中で、やっぱりいろんな川に流れ込む河川の流

れをしっかり良くしなければいけない。これを取り組む中で、緊急自然災害防止対策

事業という事業、起債ですけどですね、が行われて、交付税が７０％という結構率の

良い事業があって、これで積極的に取り組んでいくという形で、年次計画に基づいて

行ってきているところでございます。特に、えびす川、天神川、その辺りとか、今、

山の神川等も行っております。 
 先ほど議員さんのほうから質問があった部分で、流末、特に国県道、国道をですね、

渡って地中埋設されている部分については、これまで治山等を行われたところであっ

て、その道の横に大きいため枡とかがあっても、そこから最終的につなぐヒューム管、

土管等については改修がされてない、拡幅というかですね、されてないというところ

があって、やっぱりそういうところが溢れたという話を今回もたくさん聞いておりま

すので、村の中でもしっかりそういった、今、数カ所というか、結構箇所は多いと思

います。小石原のほうにしても、やっぱり飲み込みの口が大きくない、特に道を渡っ

ている部分、ここはちょっと工事の難易度等も、また県との打ち合わせ等もあると思

いますが、やっぱり財源があるときにしっかりやっていかないと、この緊自債という

事業もとりあえず５年間でしたが、たぶん延長はされると思っておりますけど、こう

いったことで、効果的に事業ができるときにですね、今、優先順位等を図りながらや

っているところでございますので、今後いろんなそういった情報もですね、また、地



17 
 

域のほうじゃないと分かりにくい分もございます。今、聞いている分もございますの

で、それを十分把握しながら進めていきたいというふうに思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ぜひ、調査を進めていっていただきたいなと。 

 次の質問にも関わってくるんですけれども、やはり今回の災害がどういうふうな、

要は、降水の状況であったのか、土壌の状況であったのか、いろんな整理していくこ

とがやはり落ち着いてきた部分もあるので、必要なのかなと。 
 そうじゃなければ、やっぱり次の対策というのがなかなか、その根拠に基づいて打

てないという部分もありますので。 
 例えば、先ほどの山の神川に至っても、改良、ほぼ完了に近かったところでも、や

はり河川の横の住宅は浸水したりという被害もあっております。 
 発災時の状況の把握であったりとか、そういった部分を、前回は九州大学の方々が

支援団みたいな形でですね、東峰・朝倉を重点に支援をしていただいて、いろんなデ

ータが積み上がったかと思うんですけども、今回に関しては、じゃあどうなのかとい

う部分を、ぜひ、お尋ねしたいと思います。九大からの支援があるのか、そういった

部分の把握については、村独自で行っていかないといけないのか。その部分について、

まずお尋ねしたいと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  ２９年災害のときにですね、７月５日に被災を受け、８月の１０日か１１日でした

が、九州大学の復興支援団を作りました。５０人体制で、教授さんたちで支援団を作

ってという形で村に来ていただいて、いろいろ意見交換をさせていただいたところで

ございます。 
 ２９年災でお世話になっておりました九州大学の座長と言いますか、三谷教授でご

ざいますが、については、今年の災害についても連絡を取り合いまして、１週間後に

は現場に来ていただいて、いろいろと現地を見ていただいたところでございます。 
 ただ、九州大学の復興支援団については解散しているということで、組織としてバ

ックアップという形はできないけど、また、あればすぐ来ますから、いろいろと連携

は取らせてくださいという話は、ありがたい話を伺っているところでございます。 
 メカニズムについてはですね、非常に絶対的な根拠というのが、ちょっとないとい

うのは確かなものだと思っております。 
 ただ、今回見ていただいたところで、やっぱり東峰村だけではなくて、よその杷木

とかですね、そういった部分を見ても、竹林における山腹崩壊が結構多かったねとい

う話を言われております。 
 １０日までの長雨の中で、竹林って根がずっと横に張っていきます。その中で隙間

等が上がった部分が長雨の中で浸水をして、１０日の雨で雨量としてはそこまではな

かったんだろうけど、崩れ方が一気に崩れているとかですね、そういったことであろ

うという、助言的なアドバイス等はですね、いただいているところでございます。 
 それとか地形的な部分、いろんな形で現地を見ていただいています。あと、国土交

通省のテックフォースさんに１週間来ていただいて、土石流の部分をいろいろと調査

をしていただいて、復旧にあたっての、これは工法等のアドバイスになりますけど、

ちょっと原因等についてはですね、そこまでの話はしていただいていませんが、災害

についての復旧にあたってのアドバイス、こういった部分の状況把握等をしていただ

いて、報告を受けているところでございます。 
 現状のところはこういった分でございますけど、これからも復旧・復興を進めてい

く中でですね、そういった繋がりのある機関につきましては、連携を図ってまいりた

いというふうに思っているところでございます。 
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 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  竹林の山腹崩壊、非常にそういったところが崩れた部分というのは目に見えてある

のかなと。 
 ただ、やはり竹林だから崩れたのか、ちょっと通告書にも書かせていただいたんで

すけど、やはりちょっと鼓エリアが局所的にやられたり、それが宝珠山の迫の辺りま

で広がったりという、結構今回は前回に比べて局所的な被害というのも多かったのか

なということを考えると、他にいろんな要因があったのかなというのは、やっぱり無

視できないところであると思うので、ぜひ、専門家の方々が協力をいただけるのであ

ればしておいて、竹林に対してのアプローチをしないといけないのか、あるいは他に

アプローチしないといけない部分があるのか、ぜひ、そこに対しての答えを出してい

ただくよう村長には求めてまいりたいと思います。 
 次の質問にまいります。 
 そこにもちょっと関連するんですけれども、６年前の災害でも、当時の同僚議員の

方が、林道の作業道についての質問を言われていたことがあります。 
 その災害が起こる前に言っていて、いざ災害になって、その作業道からの排水であ

ったり、流木が流れ出したり、いろんな影響があったというところで、実際に平成３

０年の第３回の臨時会でもそういった質疑をされています。 
 今回も見ていっても、朝倉域までいろんな方に聞く中でも、作業道の排水であった

り、そういった部分が少し災害、土砂崩れだったり、影響しているんじゃなかろうか

という話を、やっぱり耳にします。 
 ６年前の災害以降この作業道のあり方について、対策はされてきたのか。併せまし

て、ハザードマップ、警戒区域、特別警戒区域を横切るような形、要は、入るような

形でこういった作業道というのは入っているのでしょうか。お尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  まず、林道でございますが、林道の排水については、前村長もいろいろと山の関係

言っておりました。 
 林道については、排水をですね、きちんと下流域を考えた排水対策を取るというこ

とで、路面の排水の切りとかですね、そういった部分をしっかり対応はさせていただ

いているところでございます。 
 また、排水路はですね、土砂等により閉塞した場合においても排水が集中しないよ

うな措置や排水を速やかに河川に流せるような追加整備を実施しているというとこ

ろでございます。 
 ただ、すべての林道において、林道の箇所も多ございますので順次やっております

が、まだ対策が完了しているわけではございませんので、引き続き調査、排水路の整

備を実施していきたいというふうに思っているところでございます。 
 また、作業路については、今のところしっかり排水路のほうも見直すという形でや

っておりますが、あまりこれに対して具体的にどうし戻すとかですね、そういった部

分についてはまだ課題として残っておりますけど、今のところはこれと言って効果的

なことがですね、できてはいなかったというふうに思っておりますので、これは引き

続き森林組合の工法の相談もありますが、させていただきたいというふうに思ってい

るところです。 
 警戒区域、特別警戒区域に限らずですね、排水等の考慮はですね、しっかりさせて

いただいて、作業道については整備と言いますか、作業路に入るときには、そういっ

た部分については確認はしております。 
 それで、実際にどういう形でするかという部分については、ちょっと自分のほうで

は、効果的な部分については農林建設課のほうで把握している分がございますので、
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そちらのほうに答弁していただきたいというふうに思っています。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  先ほどの作業道といったところでございますが、やはり林道と同じような形で、や

はり水が集中して流れるようなことのないようにということで、作業道の中もです

ね、水が必ず分散して流れるような措置というのは、森林組合さんのほうが現地に入

られるときにでもですね、実施いただいているところでございます。 
 さらに水が流れることによって、土砂が流出するようなところもございますので、

そういったところについては、そういう浸食をしないような措置とか、そういったと

ころをですね、実施するような形でやってはおりますが、それが万全かと言われます

と、やはり木を切った後の荒地のような状態になっておりますので、多少やっぱり水

の流れが出てきたりとかですね、土砂を削るとかいうところもございますので、そう

いったところの部分が、どういったところに水が流れていくのかといったところを十

分に把握しながらですね、排水等についてもですね、そういった部分をですね、作業

をされる森林組合さんのほうも含めて現地確認をさせていただくような形で、対応を

していきたいというふうには思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ぜひ、作業路開設のときのチェックであったり、その把握というのをしていただき

たいというのとともに、やはり作業路を造ったらそのままになりますので、そのまま

の状況の作業路というのがどういうふうな影響を及ぼしているのかという部分、なか

なか把握となると、もう林道以上のとてつもない量になるので、何か一部のサンプリ

ングでも構わないので、それこそそこを九州大学の先生たちと組んで、作業路が悪影

響を及ぼしてないのかどうかというのも、狭いエリアでもいいので、一度そういうの

を確認していただきたいなと。 
 杷木まで下る途中、ちょうど赤谷に行く途中辺りの左上は大きく全伐したところが

崩れていたりします。やっぱり何でかなと、そこの原因が何になるのかというのも、

見えるところで皆さん気になっていますし、それが山の管理に繋がっていくと思いま

す。ぜひ、行っていただきたいなと思います。 
 最後の質問にまいります。 
 これもちょっと災害に繋がる話なんですけれども、近年衛星データ、宇宙関係のビ

ジネス等々がすごくメディアでも報道されるようになってきております。その中で、

衛星データの利活用というのが急速に進んできております。 
 例えば、どういうふうなことをされているのかと言うと、福岡市とかはやっぱりそ

ういうことが早くて、水道管の漏水調査という部分を上空からのマイクロ波を当て

て、それで調査していこうというふうな実証実験的な取り組みがすでに始まっており

ます。 
それであったりとか、最近よく検討されたりするのが、農作物の出来であったり、

そういったものを面的に一元的に捉えたりということがあったり、ちょっとこれ青年

会議所で関わっている話なんですけれども、糸島市の糸島高校が、実は衛星データを

利活用して、高校生が衛星データを使ってどういうことを、地域の方や社会問題に対

して解決していけるかというのを、授業の中で考えたり、その中では、例えば、さっ

きの農作物の情報をうまくキャッチすることで、安い値段のときはいつなのかと、そ

ういったのを把握するというのを高校生が考えたり、あとは物流の面で、宅配が再配

達が多いので、じゃあ、どうやったら止めれるか、その物流の部分を衛星で把握した

り、いろんな部分、あとは花粉の情報とか、いろんな部分考えられたりしてきており

ます。 
そういった部分で、本村においてもぜひ、それを使っていただきたいという、いの
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一番にまずできることと言うと、今回の災害の部分であったりするのかなと。 
衛星データも即時にそのデータが送られてくるかと言うと、１日ぐらいタイムラグ

があるそうなんですけれども、例えば、発災した翌日には当日の写真が得られる。 
何が起きるかと言うと、その現地に行かなくてもある程度の被害状況が網羅できる

と。そばまで行って、例えばドローンで確認するとか、なかなか今度行政としてマン

パワーが割けない、特に発災当時にどう動くかという部分が大事になってくるかなと

思います。 
こういった衛星データの利活用というのが、今後やっぱり行政の方々の労力を減ら

し、他にも力を使えるというふうな具合にならないかなということで、ちょっと提案

的な質問なんですけれども、こういう衛星データ活用できないか。 
今、村ではＧ空間の防災システム等々動いておりますけれども、こういった部分を

県も今かなり強くこの予算化をされて動いていくそうですので、村もぜひ何かしらか

の利活用、特に防災面とかは今一番大事なところかなと思います。お考えをお尋ねし

ます。 
 議  長  村長 
 村  長  衛星データの利活用という部分については、先ほど議員さん提案いただきました。 

 これは、実際にＧ空間のシステムを構築、また、併せて九州大学がＮＰＯ法人を持

っているんですけど、その取り組みの中でＪサートさんだったかな、との取り組みを

いろいろと教えていただいたところはございました。その頃はまだ画像レベルでした

んで、どういう要するにデータ解析をするとか、ただ、それについては、何か結構定

額でものすごくお金がかかる、そうなんですかというレベルの話をしたぐらいでござ

いましたので、こういった福岡市の水道管の話についてもいただきました。 
 これエリアの絞り込みで、確か、まだ確率としては非常に低いという、ただ、技術

的には将来性のあるものであろうなというふうに思っております。 
 災害等にあたっては、まずはドローンというものがですね、結構即日、すぐ動ける

部分、災害中、落ち着かないとできないんで、入れない状況の中でどうやってするか

という部分、これが何らかの活用ができないかとか、いろいろと今、ご質問の通告を

いただいた後で農林建設課ともですね、総務企画課とも、どういったものがあるかな

とかいう話はしておりました。 
 ちょっと具体にはまだ、方針としてはですね、出ているものではございませんが、

やはり将来的にはこういった技術が当たり前になってくるのかなと思っております

ので、そういった可能性も含めていろいろと、また費用面も含めてですね、検討させ

ていただきたいというふうに思っております。以上です。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
  ６  番  今、じゃあ、すぐに何かという部分は難しい話ではあると思うんですけれども、行

政の効率化というを考える中では、非常に効果的な部分があるのかなと思います。も

ちろん最初の軸を作っていくために、非常に労力のかかる部分もあるかもしれません

が、これだけやはり災害が身近に、間近にあるということを考えると、災害の備え、

全部今日のお話のトータルにはなってしまうんですけれども、その備えをどうしてい

くか。 
 もちろん雨を止めることはできないので、雨が大きく降ったときにどう動くかとい

う部分のいろんなデータを揃えておくということが、一番その被害を大きく減らす要

因になるかと思います。 
 ぜひ、今回の災害が、やはり通常業務と同時並行で行っているので、なかなか整理

をしていく暇がない部分も感じられるんですけれども、立ち止まって、６年に一度の

災害という部分の視点を、ぜひ、外さないように、これは来年起きてもおかしくない
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というレベルの話になってきてますので、ぜひ、その辺、村として速やかに対応でき

る対策を練っていただきたいと思います。 
 以上で、質問を終わります。 

 休  憩  
 議  長  １３時３０分まで休憩します。 

（１２時２４分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１３時３０分） 
 議  長  ３番 佐々木孝議員の質問を認めます。 

３番 佐々木孝議員 
 ３  番  まずは、７月の大雨で被害に遭われた方々に改めてお見舞いを申し上げます。 

 さて、先ほどの同僚議員と質問が重なるところもありますけれども、６年前の災害

後に出された復興計画から質問をしたいと思います。 
 この復興計画の中に、「被災した森林については、治山事業等による復旧に取り組

むとともに、手入れの行き届かない森林の解消に向けて間伐等の森林整備を支援し、

豊かな水を育む森林づくりに取り組みます。また、新たな作業道の整備や針葉樹と広

葉樹を混ぜた針広混交林への移行を推進し、災害に強い林地への再生と美しい景観の

回復に取り組みます。」とあります。 
 私有林も含めて、村全体の山が今どうなっているのか、これまでの進捗状況につい

て、お尋ねをしていきたいと思います。 
 まず、県と村との事業もあると思いますけれども、村の治山事業を中心に取り組ん

だこと、それから、その成果について、村としてどのように分析しているか、お聞か

せください。 
 議  長  村長 
 村  長  治山事業と申しますが、先ほどの質問の流れからいって森林再生、また、山を育て

る、守るという観点からの事業について、まず、ご答弁申し上げたいと思います。 
 山については災害前からですね、荒廃森林整備事業という形で、いろんな間伐やで

すね、育林事業等を行ってきたところでございます。 
 また、この災害を受けた中でですね、堆積木の処理により豪雨による流木の低減、

そういったものを行ったりしたところでございますので、そういった部分につきまし

ては、一定程度事業としてはですね、災害に強い山という観点から言ったときに、図

られたのではないかなというふうに思っているところでございます。 
 また、今年度からにはなりますが、間伐を行っている箇所、間伐のところで筋工と

いう伐採木で斜面を階段状化する工法を実施しているところでございます。それによ

って土壌の保水力の向上や土壌流出防止等が図れるというところで、今年からではご

ざいますが、取りかかっているところでございます。 
 森林についてはですね、今こういった形で、荒れた森林をどうするか、併せて森林

環境譲与税の関係もございますが、手の行き届かない森林をどう育てていくかという

部分について、今、調査等を行っているところでございます。それは村のほうの事業

でございます。 
 いわゆる県のほうで行っております治山、堰堤とかですね、法面保護、そういった

部分の治山の整備については、順次箇所箇所において村から建設の要望を出させてい

ただいて、今、順次行われている。災害後も数十カ所行われたところでございますが、

今回の災害を受けて、また県のほうにもですね、現地調査、設置の要望、その時期的

な部分、こういった部分について、今、調整と申しますか、要望を出しているところ
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でございます。以上です。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ３月議会でも同じようなことを質問したところでしたけれども、その中では、今言

われるような県が進めたりとか、あるいは私有林が多くてですね、個人が手を入れな

いとどうしようもないというようなこととかもあったようでしたけれども、全体的に

今調査をしているというようなこともありましたけれども、手入れが行き届いてない

のが現状ではないかというふうに思うところです。 
 今回の大雨の災害で迫地区を中心に数カ所起きたところですが、なかなかそういう

森林の整備が進まない原因もあるんじゃないかというふうに思われますが、現況など

もう少し聞かせていただけますか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  先ほどの森林の整備というところが、どの程度というところでご説明させていただ

きますが。 
 荒廃森林整備事業という事業でですね、先ほど村長も申しましたとおり、間伐です

とか、そういったあと堆積木の除去というようなものを実施してきてございます。 
 具体に３０年度、平成３０年度から令和４年度までにですね、実際間伐自体は７７

ha実施させていただいています。 
 それから、あと平成２９年の九州北部豪雨で流出している流木等についてはです

ね、１，５５４ｔの今処理を行っているという形でございます。 
 今年度も引き続き間伐を１１ha、それから堆積木の処理を７２tは実施する予定に

しているところでございます。 
 間伐についてはですね、樹木の成長に応じて実施するというところでですね、そう

いったところの現地調査というのも踏まえながら適切に行っていこうというような

ことを考えているところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  計画的に進めてあるというようなことに捉えたいと思いますが。 

 村の中をずっと見て回ると、まだまだ不十分でですね、もう本当に大丈夫だろうか

というようなところもありますので、再度調査をし、早々にですね、持ち主の方とも

相談していただいて処理をしていただきたいと思います。 
 また併せてですね、森林の整備と同時に、これまでも林道を造ってきております。

しかし、林道の法面の崩壊や道路の陥没など災害も起きて来ているのが実態だという

ふうに捉えるんですが、現在、県の代行事業として古城原の五駄・土師山線の工事が

行われておりますけれども、この前の雨で溝が既に土砂で埋まったりとか、枯葉とか

が詰まってですね、もう使い物にならないような状況にもなっているところがあるよ

うです。 
 排水など災害が起きないように考えて工事は進めているというふうに捉えますし、

先ほど課長も答弁をされておりましたけれども、現在の工事の進捗状況、それから、

村からですね、やっぱり県のほうにもいろんな要望を出していると思うんです。そう

いったことも教えていただければと思います。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  先ほどの五駄・土師山線の整備というところでございます。 

 実際、この工事につきましては、県の代行事業という形で実施いただいているとこ

ろでございますので、その実施にあたってですね、村のほうからも排水対策ですとか、

法面崩壊の対策とか、そういったものについてはですね、実施いただくような形で要

望をさせていただいてですね、実際、現在県のほうで実施いただいているところでも

法面保護工ですとか、あと斜面がですね、緩勾配化とか、そういったものを取り組ん
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でいただいているところは、そういう要望を受けてですね、県のほうでも実施いただ

いているところではございます。 
 ただ、実際ですね、大雨が降って、通常排水路とかを造っていって、それをまた横

断工で斜面のほうに排水するといったところにつきましては、他の林道と同様にです

ね、同じような設備を造っていただいておりますけども、やはり出水、大雨が降りま

すと、そこが詰まるというようなところは、いかんともですね、あるところがござい

ますので、そういったところは、確かにちょっと出ているところではないかなと思い

ます。 
 ですから、この排水関係につきましては、県のほうにも引き続き要望してまいりた

いというふうに思っているところでございます。 
 実際、五駄・土師山線の進捗状況としましては、全体の計画延長が４，８９５m ご

ざいます。その延長に対しまして、現在６７０mの施工が完了している状況でござい

ますので、大体今、約１４％ぐらいの進捗といった形で、今進めているところでござ

います。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ７、８年前、延田のほうの林道が水はけとか悪いとかいうようなこともありました

ので、当時の課長と一緒に回ってですね、排水はこういうふうに持って行ったらいい

だろうとか、いろいろ話をしたことがありましたけれども、翌年と言いますかね、６

年前にああいう災害になって、かなり延田の林道のところもですね、かなりやられま

した。雨が降るたびに、予定していたところに水が流れればいいんだろうけど、やっ

ぱりそのとき、そのときでですね、また水路が変わったりしますので、今言われたよ

うなことも含めてですね、今後の工事に生かしていただければと思います。よろしく

お願いしたいと思いますが。 
 次の質問に行きます。 
 持続可能な林業経営をするための方策の１つが、間伐材の活用があると思います。

先ほど村長もお答えになりましたけれども、この間伐というのも非常に大事なところ

で、計画的に進めているということでしたけれども、この間伐材の需要、木材をうま

く使うということで、需要の創出をしてですね、利用促進を図ることもとっても大事

なことだろうというふうに考えます。村としてどのような取り組みを今後考えている

のか、村長、教えてください。 
 議  長  村長 
 村  長  間伐した材につきましてはですね、元々いろんな事業の絡みもございます。要する

に材として販売できない場合があるとか、そういった部分もございますが、実際に今、

間伐しているものについて、元々はですね、切り捨て間伐とか、いろいろと批判のあ

った部分もございますので、一応間伐材をどういうふうに山の中で防災として活かせ

るかという部分で、先ほど筋工という話をいたしましたが、そういった対策は行って

いるところでございます。 
 また、切り出した間伐材についても、村の中では今のところ林業の振興の施設とい

うものがですね、木工塾という形の１社がございますが、そちらのほうでもですね、

また、新たに協力隊さんが入ったということで、今、材をどう活かすかという部分に

ついてですね、いろんな研究をしているというふうに伺っているところでございま

す。 
 あとは一般廃棄物になりますが、間伐材等を使って木質バイオマスですかね、そち

らのほうへの活用も、一応民間企業のほうでやっていただいているというところで、

今のところはですね、村としてはそういった部分が主かなというふうに思っていると

ころでございます。以上です。 
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 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  木工塾が今出ましたけどね、協力隊、やっと１人入ることができたということで喜

んでおりますけれども。 
 木工塾で作る作品と言いますか、製品だけでは十分な需要にはならない、供給でき

ないんじゃないかというようなこともあります。もっともっと間伐材をですね、いろ

んな意味で使えるんじゃないかと思いますので、森林組合等々とも協議しながら進め

ていただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  間伐材、計画的に森林組合のほうでもですね、出しておりますので、これについて

は、計画的な活用ができ得るものでございますので、きっちり話し合いをしてですね、

活用に向けて可能性を探っていきたいというふうに思っております。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ぜひ、お願いをいたします。 

 さらに計画の中には、針葉樹と広葉樹を混ぜた混交林への移行を推進するとありま

す。 
 山の手入れができていないために、鳥やシカ、イノシシなどが餌が足りないでです

ね、人家の近くに下りて来て被害を与える。また、山の保水力が弱り土砂災害等を引

き起こすといったことが起きています。さらに、山や田を囲っている防護柵、これは

景観を悪くしているんじゃないかという、私、ちょっと捉えたりすることがあります

が、私たちも山や田に入りづらいといったこともあります。 
抜本的に森林を生き返らせるための方策を考え、覚悟をもって計画的、長期的に取

り組まないとなかなか進まないのではないかというふうに思います。私有林も多く大

変なこととは思いますが、村長はどのように考えているのか、今後の取り組みについ

て、お伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  混交林という話は、もうご存じのことと思いますけど、復興計画の中、復興委員会

の中で九大の支援団の佐藤先生だったかな、林業の先生の方が提案という形でいただ

いて、その活用について計画に反映させていただいたものでございます。 
 これについては、実際に事業を進めるにあたって、森林組合さん等とですね、打ち

合わせと言いますか、実際にどうなのかという部分をしたときに、実際に、なんです

かね、木と木の植え方とかですね、管理とか、その辺りが非常に難しいということで、

これはとても手が出せないという理由で、今、移行は進められていないところでござ

います。 
 ただ、強い山を造る、生きた山を造るということで、やっぱり行き届いた山の管理

というのは非常に大事なことでございますので、これについては、この複層林化とか

混交林化の取り組みとは別に、先ほど申しました森林環境譲与税の中で、今、手入れ

の行き届かない、手入れの意思を確認したうえで、その山をですね、村が管理をする

という形の意向調査を行ったりしているところでございますので、そういった部分

で、山をどう活かしていくかという部分をですね、進めているということで、今後そ

ういった部分が主になるのではないかなということを考えております。 
 ただ、森林環境譲与税自体が今、１，２００万ほどです。令和６年から実際に税の

徴収が始まって、それからどうなるかという部分もございますので、自分たちも県と

かにはですね、今、森林環境譲与税の割合、森林面積割、林業従事者割、人口割とい

う割合をですね、もっと山を持っているところ、山を管理しなければいけないところ

に財源を厚くしてくださいという要望は出しているところで、やっぱりそういった費

用をかけながら、やっぱり個人で育てるというのが大原則だと思いますけれども、現
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実を見るかぎりですね、もう森林組合さんがやっているのがほぼほぼ現実でございま

すので、この辺りをしっかり今後の計画の中で進めていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  確かに木の植え方とかでですね、いろんな問題が出てくるかもしれませんが、やっ

ぱり村全体を見たときに村有林もありますよね。村有林の中でまだ本当に手入れがで

きてないところもあるようです。そういったところから、まずは広葉樹林に変えてい

くとかいうようなやり方もあるんじゃないかと思います。 
その辺りをもう１回森林組合といろいろ協議を重ねていただきながらですね、とき

には私有林が入って来て持ち主さんと相談もあるでしょうけれども、真剣に取り組ま

ないと、これから先のことを考えたらですね、本当にいろんな面で心配するところも

あろうかと思いますので、今、環境税等々を使っているということもありましたから、

ぜひ取り組んでいただきたい。本当に村の施策の重点としてですね、取り組むだけの

ものではないかと、私は思っておりますので、よろしくお願いします。 
次の質問に、また移ります。 

 森林を守り、災害を起こさないために砂防ダムや治山ダムが造られておると思いま

す。 
 砂防ダムは土石流を補足し抑制する役割を持っていると、それから、渓流の中に横

断的に造られている。また、治山ダムは渓流勾配の緩和、不安定な土砂の固定などに

よる山地の保全のために渓流の斜面や谷筋、あるいは窪地に造られているというふう

に捉えておりますけれども、村民の立場から見ると、パッと見ただけではですね、何

が何かよう分からないと、どちらが砂防でどちらが治山だろうというようなところも

あります。 
 言葉で言うだけではなかなか難しいのかもしれませんが、ちょっと分かりやすく説

明をいただけますか。 
 議  長  村長 
 村  長 砂防ダム、治山ダム、堰堤の話でございますが、外観上の判断は非常に難しい、こ

れはもうおっしゃるとおりだと思っております。先ほど議員さんが言われた定義も、

これは、そのとおりだと思っております。 
 実際に目的は何かという部分の詳しい話、そういった部分は、どちらも下流域への

土砂災害を防止するために設置、目的は一緒なんですけどですね。その中で、個別の

事例に対して、砂防というのは国土交通省の管轄になります。治山というのが農水省

の管轄になりますが、砂防部局と治山部局の事業調整という言葉を使うんですけど、

事業調整により決定されるということで、どういう見た目で、こういう形が砂防で、

こういう形が治山というのはですね、もう正直言って非常に説明がしにくいというの

が現実でございます。 
 ただ、砂防指定地という概念から言うと、河川にしか砂防はないというふうに考え

ていただきたい。山の窪地とかですね、そういった部分につけるのは治山という形に

なっております。 
 事業調整については、昭和３８年の林野庁の長官と建設省河川局長通知というもの

で取り扱いが示されております。この中にある程度の分類書いているんですけど、も

う言葉自体がものすごく専門用語になっておりますので、たぶんこれを説明しても分

かりづらいと思いますので、もしチラシみたいなものができるようであればですね、

説明する機会をいただきたいというふうに思っておりますが、もしそういうもので良

ければ、知りたいというのであれば、再度質問いただければ担当課長のほうから説明

をさせます。 
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 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  分かりやすく説明をして、口では本当に難しいと思うんですね。 

 そういう意味では図とかですね、インターネット開けば、その説明等々も出てくる

ところもありますけれども、村の方たちの中にはそういったことをできかねる方もお

られるかと思いますし、次の質問に入ってから申し上げたいと思っておりましたけれ

ども。 
 言葉で難しいのは、やっぱり図や写真とかでですね、説明できる範囲で結構ですの

で、村の方たちにもお知らせをしていただければというふうに思います。広報辺りを

使えば何とかなるんじゃないかと思います。 
 その１つにですね、今度の大雨でも、治山ダムにしろ、砂防ダムにしろ、もう満杯

状態になっているところは多いんですね。 
 それを見たときに、早く土砂とか流木を取ってしまわんと危ないんじゃないかと、

次にまた大雨が降ったときはどうするんだというようなことを言われる方もおられ

ます。 
 治山ダムについては、そういう除去をしなくてもいいというようなことも聞いたこ

とがありますけれども、実際どうなのか、そういったことを説明いただきたいと思い

ます。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  先ほど議員おっしゃられたように、治山ダム、治山の堰堤ですとか砂防堰堤という

ような、これ外観上、例えば図で、ここが明らかに違いますといったものは、本当に

非常に分かりにくいというものになっています。 
 ですから、見てもそれが治山なのか、砂防なのかというのは、一見ちょっとここは

分からないところが確かにあると思います。 
 その中でですね、各堰堤に対して、土砂とか流木が堆積しているというような状況

がございますけども、実際どのような管理をしているのかというところをですね、確

認をしております。 
 実際、治山ダムにつきましてはですね、大洪水が発生したときに土砂が堆積して満

杯状態になりますけども、この後、中小の洪水でそれを少しずつ下流に流しながらと

いうような形で、渓流にあったですね、安定した川の勾配になるような形に戻ってい

くというようなところがございますので、基本的にはですね、土石の除去というのは

行わないというようなところがあるということでございます。 
 ただ、今見ますと、流木が堰堤からボコッと出ていたりとかいうのがございますが、

ああいうものにつきましては、除去を行っていくということを聞いております。 
 それから、あと砂防のほうの堰堤につきましてもですね、これは同じような取り扱

いになっておりまして、やはり計画以上と言いますか、の土砂が堆積しているところ

につきましては、そういったものは除去をやっていくというような話を聞いておりま

すので、そこの違いもですね、結局は、そういう異常堆砂という言い方なんですけど、

そういった異常に土砂が溜まったものについては、それとか流木が堆積したものにつ

いてはですね、両事業ともにですね、除去を行うというような形になっております。 
 除去の必要性というものについてはですね、実際、過去の事例等を見ながら、現地

で確認しながらですね、県と一緒に協議しながら判断をするというような形になるか

と思います。 
 この、やる、やらないというところは、もうそこでの要は、判断、要は、県管理者

の判断という形になってきます。 
 それから、あと、よく見るのが、砂防でもそうですし、治山でもそうなんですけれ

ども、堰堤で壁のような状態のやつと、あと隙間が空いているスリット状になってい
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るといったものがあると思います。 
 実際、スリット状になっているものについては、やはり土砂等の堆積があれば、そ

れは、除去しなきゃいけないという形になります。 
 ただ、そのスリットがなくて、そこで壁みたいになっているなら、堰堤ございます

けども、そちらは２つ、そのまま溜めっぱなしのパターンと除去する計画のものとい

う２つの考え方があるようなんですけれども、今、朝倉管内と言いますか、朝倉県土

整備事務所管内に設置している砂防堰堤といったものについては、すべて溜めてしま

う、要は、土石とかを除去しないタイプの壁のような構造と言いますか、そういった

タイプの堰堤になってございますので、ですから、結果的に言いますと、治山の部分

もそうですし、砂防ダムも結局土砂が溜まって、そのまま以上堆砂というものは取り

ますけれども、そうならないものについては、溜めっぱなしといったような構造にな

っているというのが、今、ここら辺で見ることができる施設のものになっていると。 
 あと、ちょっと事業の目的と言いますか、区分と言いますか、その治山と砂防とい

ったところで、構造物そのものは、本当に見た目の違いというのは分からないんです

けれども、先ほど村長申しました、昭和３８年の文書ですね、砂防事業と治山事業の

取り扱いというような文章がございまして、その中で、事業の目的の区分というのが

ございます。 
 そこの中で砂防事業というものは、止水上の砂防のための目的という書きぶりがご

ざいます。 
 それから、治山につきましては、水源涵養のためですとか、あと土砂流出を防止す

るためといったような書きぶりがございまして、目的がそういう違いです。治水、治

山のためと、あと山を守るためと、そういう２つの目的がそれぞれ治山と砂防ではご

ざいますけども、結果的にはそこで土砂を止めて、そして山を守ったり集落を守ると

いった目的になっているということで、ですから、その事業目的は、ちょっと区分と

しては違うんですけれども、結果的に効果としてあるのは、同じような効果があると

いうことで、非常にそこで、やはり構造物ですとか目的が似通ったところがございま

すので、なかなか判断と言いますか、ご説明が難しいといったところになっていると

ころでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  説明ありがとうございました。 

 ただ、私は想像しながら今、伺ったんで、ああいうところから、こういうところか

なと思いながら聞いたんですけれども、理解したところもありましたけど、やっぱり

全く分からない方もおられると思います。 
 先ほども申し上げましたように、広報なり何なりでですね、あんまり難しいところ

まではいいんですけども、こういう目的で、村の中にはどういうところにありますよ

というようなことも含めて、広報いただけるとありがたいなと思いますが、そこ辺り

はいかがでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  治山ダム、砂防ダム、言葉は２種類ございますが、どちらも山の渓谷にある、谷に

ある、川にある、いろんな違いはございますけど、最終的にはやっぱりその下流にあ

る家を守る、生命を守る、そういう目的で設置しておりますので、その違いがどうで

すという説明を、ことさら詳しくすることは、何か難しいなというのが、ちょっと思

いはございますので、何らかの形でですね、伝えるような、広報か東峰テレビか、本

当は１回、この災害が起こらなければですね、国土交通省のヘリが時々、年に１回上

空を飛んでいますけど、そういったときに、今年こそこれだけ復旧しましたよという

映像を東峰テレビで流したいなという話もしてたんですけど、ちょうど災害が起きて
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しまいましたので、また、ちょっと一部振出しに戻ったようなところではございます

けど、今回もドローンで撮った映像とかいろいろあります。 
 そういったときに、たぶんドローンの映像で、例えば蔵貫の山にしても、これが治

山ダムですよと言われても、たぶん分からないかなというように思っていますけど、

そういう目で見て分かるような映像とかですね、そういった部分での、ちょっと認知

性の向上とかですね、知ってもらう、こういった取り組みは必要であるなというふう

に、ちょっと思ったところでございます。 
 ちょっと内容については、こちらのほうで検討させてください。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ６年前の災害を機会に砂防ダムがいくつかできました。それから、今度の災害で、

まさにうちの近所にダムがあるとは知らなかったという方もおられますので、先ほど

村長、前向きの答弁をいただきましたようにですね、治山ダムがどうだ、砂防ダムが

どうだよりも、どこにどんなのがあって、あなたたちの暮らしをこういうふうに、で

きるだけ守るようにしていますというような意味も含めてですね、ぜひ、村の方たち

には情報を提供しながら、そして、行政と村民が一体となって、この村づくりをして

いかないといけないと思っておりますので、ぜひ、今後前向きの取り組みをお願いし

たいということをお願いして、私の質問は、少し早いですが終わります。 
 議  長  以上で、佐々木議員の質問を終了します。 
 休  憩  
 議  長  ２時１５分まで休憩します。 

（１４時０４分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１４時１５分） 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員の質問を認めます。 

４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  私は、防災に関する取り組みについて、お尋ねいたします。 

 令和３年１２月の第９回定例会におきまして、東峰村では雨や台風で警戒が必要と

なった場合、避難を村民に呼びかける基準、根拠は何かを質問しました。 
 村長の答弁では、福岡管区気象台からの情報を踏まえて、警戒本部を設置し、雨雲

レーダーの状況、今後の１時間雨量または１５時間後の雨量の推移等で、避難指示を

発令するとの返答がありました。 
 今回、７月１０日の豪雨では、避難指示は４時１５分、避難所開設も同時でありま

した。蔵貫地区はその時間道路が川のようになり、避難所に行けるような状況ではあ

りませんでした。その後に土石流が発生し、一時孤立することになりました。 
 私もその土石流を、３時ぐらいから激しく雨が降り始めて、ずっと２階から道路の

状況を見ておりましたが、もう石ころで国道は川のようになっておりました。 
 うちの入口のところに谷があるんですが、そこに窯元のガスボンベが流れて来て、

それが引っかかって真っ白い煙が出て、たぶんガス爆発だったと思います。だけど火

の気がなかったので火災とかにはなりませんでしたが、かなりの臭いもいたしまし

た。 
 その後に土石流が起きまして、私は２階から見てまして、バキッ、バキッという音

がして、それから何十本もの杉の木が列をなして下りて来て、途中からそれが横倒し

になって、それが窯元さんの展示場とか、そういうところに行って、明るくなって行

ったときには、もう無残な状況になっておりました。 
 そのときに感じたことは、とてもあの土石流のスピード、それには人間は太刀打ち
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できないと。これは、早く逃げることしかできないなというのを感じました。 
 蔵貫地区は、平成２９年の災害後に、ハザードマップを三谷先生と一緒にみんなで

作りましたときに、蔵貫公民館とせせらぎ鼓を避難場所にしまして、そこに避難情報

が出る前とか、そこに避難していくということを取っておりました。個人の避難場所

を蔵貫地区では作ってはおりませんでした。 
 今回の土石流災害により、ますます安全な場所がなくなりました。 
 平成２９年から私どもの高齢者は、もう雨が降るとか台風が来るとかいうときに

は、お子さんの家であるとか、それからショートステイを利用するとか、そういうこ

とで早めの避難をやっておりましたので、今回も幸いにもけがをする人とかはいませ

んでしたし、高齢の方もほとんど避難しておりました。 
 そこで、私もこの考えるときに、台風とか雨とかで避難が予測できる場合、行政も

かなり早く、時には今日のいつ頃雨が降りますよとかいうお知らせを防災無線で教え

てくださったりもします。だけど、なかなか避難を、避難しようと誘っても避難をし

てくれないことが多いです。 
 なぜ、そういうふうになるかなと思いましたら、やっぱり避難所の状況と言います

か、小石原公民館はトイレの段差があるとか、とても広すぎる避難所で、そこに女性

だけ２人とか３人で避難できないとか、そういうことも起きております。 
 そこで、避難をどうするべきかと考えている村民の不安を改善するために、自主的

に、早めに避難ができるような、そのような場所が確保できないものか。そういうふ

うに早めに避難をすれば、行政とか、それから消防団とか、そういう方たちにもご迷

惑がかからないなという気もいたしておりますが、いかがでしょうか。お伺いいたし

ます。 
 議  長  村長 
 村  長  ７月１０日の豪雨、６月の２９日からですね、１０日間で、ほぼほぼ１０００㎜ほ

どの雨が降り、１０日の夜、午前２時過ぎから強く雨が降り始めましたこの災害にお

いて、さまざまな地区によってですね、被害を受けた、その経験をお話いただきまし

てありがとうございます。 
 実際に、先ほど申しておりました、事前にやっぱり避難行動を行う。先ほど言って

ましたけどですね、親戚のところに行くとか、そういった行動は非常に大切なことだ

と思っております。 
 その行動に対して、これまで２９年の災害を受け、避難行動アンケートとか九大の

先生とか、いろんな大学で行った分でも、どういう状況で避難行動に至ったか、どう

いうタイミングで避難を開始したかというときに、やっぱり村からの避難情報という

よりは、周りの状況で危険を感じた、そこが一番多かったというのは、確かな事実で

ございます。 
 今回の１０日の雨につきましても、２時過ぎと言いますが、宝珠山地区のほう、災

害対策本部が置かれているところについては、本格的に降り始めたというのが３時半

ぐらいからでございます。 
 実際、鼓地区のほうでは３時前から同様の雨が降ってて、こちらの災害対策本部へ、

外を見て大肥川の河川の水量がものすごく上がっていたというところもあって、やっ

ぱり雨の降り方は感覚ではなかなか分からない。やっぱりレーダーで全体の把握はし

ておりますけど、実際の雨の降り方というのは、本当のその現場にいないと分からな

いというのは事実と申しますか、でございますので、実際にはその現場の方々がやっ

ぱり危険を感じたときに、どう行動できるかというのを、避難訓練とか、先ほど申し

ましたハザードマップというか、防災マップですね、九大の先生と作った、そういっ

たところで、またマイタイムライン、そういうのに基づいて行動を開始していただい
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ているというところでございます。 
 村といたしましては、今回の分については、午前２時３０分に災害警戒本部を設置

しておりまして、その後状況を把握する中で、３時４０分に注意喚起の放送を行って

おります。 
 そのときに避難指示を出せればよかったんですけど、態勢のほうが整うのに少し時

間がかかりましたので、まず、安全確保の呼びかけをしようということで、３時４０

分に注意喚起の放送を行ったところでございます。 
 ４時１５分に避難指示を発令した、こういった時系列の中でですね、行動をしたと

ころでございます。  
 その中で、先ほど提案がございました、自分たちが危険と思ったときに避難する場

所、防災マップの中では一時避難所、いっとき避難所という言い方をして、それぞれ

公民館や消防の格納庫とか、それぞれ民間の家で、比較的山とかですね、川が離れて

いるところ、こういうところに協力を願って、地図の中に落とし込んだところでござ

います。 
 こういったところをですね、どういう形で行うか。そのときには避難所に行くのが

ちょっと遠いとか、避難所に行ってたくさん人がいるので、できるだけ地域の知って

いる人たちと避難をしたいとか、そういった方のために一時的に開ける避難所という

形で、そういった認識の下でですね、防災マップを作ったところでございます。 
 そういったところがですね、今、現実の運用として、実際に村からの避難情報が出

たときに、避難所として開いてくれている公民館もあります。それが、ちょっとうち

のほうに直接的に開設しましたという連絡がない。来るところもあります。来ないと

ころもあるので、ちょっと把握がしにくいという部分はございます。 
 これについては、先ほどちょっとお話はしましたけど、村はですね、届出避難所と

いう制度を作っておりました。これは、平成３０年の４月に作ったものでございます

が、ちょうどこの届出避難所、これは、事前に災害の発生の恐れがあるときとか、も

うその地域で危険な状況が迫って来たときに、指定している、主に公民館になるんで

すけど、公民館を、場所を確保する。その確保するときにおいての届出の手続き、費

用負担とかですね、あと設置のときの報告義務とか、そういったものを取り決めたと

ころでやってたんですけど、ちょうど防災マップの作成と時期が重なってしまいまし

たので、ちょっと防災マップのほうに力を入れた関係もあって、ちょっとこの届出避

難所という制度が例規集には載っているんですけど、なかなか浸透してないというと

ころもございますので、これについても、事前の改修について、地域の判断において、

地域の中で作れて、それについて今のところ費用負担は地元の負担という形になって

いるんですけど、そういった部分もちょっと見直して、開設しやすい、判断しやすい

という形で、昼間の避難、２９年とかだったらまだ明るい時間ですので、それでもや

っぱり道が川のようになっている中で避難すると、ちょっと滑っただけでも流されて

いくような状況になりますので、身の安全の確保、自分の命は自分で守るという部分

は大切にしながら、そういった近場での避難の行動の支援、こういったものについて

も、一応制度としてはですね、構築化しておりましたが、まだ活かされておりません

ので、これについて今一度検討させていただきたいというふうに思っております。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  毎年配布される防災タオルに、「第３条 ご近所で安全な場所を確保せよ。第５条

に、危険だと感じる前に避難せよ。」と書いてあります。 
 これは、書かれていることはもっともなことだし、毎回気を付けておくべきことだ

と思っております。 
 それで、先ほども申しましたが、小石原公民館に避難するとき、小石原公民館もと
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ても広いんですよね。 
 ですので、これは、希望とかを言っちゃいけないんでしょうが、もし少人数であれ

ばこぢんまりとした和室とかがあそこもございますので、そこいら辺が避難所として

使われるようなご配慮ができるのかなと思います。お尋ねいたします。 
 議  長  村長 
 村  長  指定緊急避難場所としては小石原公民館、全体を指定しておりますので、そこのど

の部屋を使うという分については、運営の中でできると思いますが、ちょっと和室の

状況を、すみません、私が最近見ておりませんので、衛生的な部分をきっちりやった

うえでですね。 
 ただ、いわゆる発熱がある方とか要配慮者とか、そういった方をやっぱり小さい部

屋のほうには優先的にという配慮もございますので、避難所の運営の中で、その辺り

は１つのご提案として受け止めさせていただきたいというふうに思います。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  次の質問に移ります。 

 そこで、避難所にはたくさんの人が避難してまいりますし、そういうことが苦痛で

避難をされないという方もおられます。 
 そこで、せっかく宿泊施設を持っているアクアクレタを早めの避難をする場所とし

て、希望する村民に規定の価格より割引で利用できないかと思いますが、お伺いいた

します。 
 議  長  村長 
 村  長  アクアクレタの例を出していただきました。 

 アクアクレタについては、民間事業者と賃貸借契約を締結して施設の運営を実施し

ているところでございます。 
 その中で賃貸借契約、第３９条と書いておりますが、事業者と協議のうえ防災協定

を締結するなどですれば可能という条文がございます。 
 ただ、今回の７月の災害においては、実際に利用された方に村民価格ということで、

シングルルームであれば３，２００円で宿泊できました。 
 期間として、７月の１５日から７月３１日までは、ボランティア等で宿泊される方

についても同様の金額で宿泊、部屋が空いているという前提にはなりますが、使って

いただいたというふうにお伺いしております。 
 正式にするのであれば、協定の中での取り決めという形になると思いますが、現在

もですね、空き部屋において、そういう対応をしていただいているということは伺っ

ているところでございます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  私も実を言いますと、まだ避難が出てないとき、雨が降って、怖くて、とても自分

の家におれなくて、アクアクレタに宿泊いたしました。３，２００円で泊めていただ

きまして、とてもきれいなお部屋で、バス・トイレが付いてまして、これだったら障

害を持っている方とか、いろんな不都合があって避難所に避難できない方とかは利用

できるなと思いまして、２、３人、そういう気になる人に、そういうお話をしました。 
 ぜひ、そういうふうになって、安いお値段で宿泊できれば安全が守れて、その人の

安心感も増すんじゃないかなとかいう気もいたしますので、どうかよろしくお願いい

たします。 
 つきましては、この前開業いたしましたほうしゅ楽舎については、避難所として活

用が考えられておりますが、ここも個室の利用について減免措置の検討ができないか

と、お伺いいたします。 
 議  長  村長 
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 村  長  ほうしゅ楽舎につきましては、７月の豪雨のときもですね、まだオープン前ではご

ざいましたが、地域の方の要望で避難所として、指定避難所という形でまだ指定はし

ておりませんけど、指定避難所という形になります。 
 指定緊急避難場所というのはいずみ館とかになりますが、自主的な運営の中で開く

ということ。これについても管理人さんがいる施設ではございます。 
 ただ、あそこについては、防災の拠点としての機能を持つということで、詳しい、

災害のとき高齢者等避難が出た場合には、もう施設としては閉めるという形にはなり

ますので、そのときに避難所として利用するということについてはですね、確認はし

ているところでございます。 
 先ほど和室というか、小部屋の利用の件については、避難所として使っているとき

には、当然、先ほど小石原公民館の話もございましたが、いろんな要配慮者とか、そ

ういった方々を優先的に入れる。避難所として使いますので、当然費用はですね、発

生しないという形にはなります。 
 ただ、その後のですね、避難所を閉じた後の利用としての考え方としては、先ほど

のアクアクレタと同様、空き部屋があるとの前提でございますが、金額については、

まだ協議中でございますけど、やっぱりそういう考え方というのは、ひとつ整理しな

ければいけないなと思っているところでございます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  いろいろ今、個人個人、自分のプライバシーとか、いろんなものを持ってて、大勢

の人と一緒に暮らすことができないとか、そういう方もたくさんいらっしゃいますの

で、希望する方が安心して避難ができるように、そんな配慮をよろしくお願いいたし

ます。 
 続いて質問します。 
 今回の被害で、蔵貫地区をはじめ全然ハザードマップの役割が変わってしまってい

ます。今回はハザードマップの書き換えが必要になってくると思われますが、そうい

う計画がございますでしょうか、お伺いいたします。 
 議  長  村長 
 村  長  ご質問のハザードマップについては、２９年の災害を受けて、いろんな土砂災害警

戒区域等の見直しがあるであろうということで、見直しますという形にしていて、昨

年作成をいたしまして、本年４月に新しいハザードマップを４部、それぞれ大字ごと、

前は１枚の紙に全村入れてたんですけど、大字ごとに分けてハザードマップを配布さ

せていただいたところでございます。 
 ただ、警戒区域等にあたっては、あまり大幅な変更というものはですね、ございま

せんでしたが、これについては定期的な見直しが必要ということで、配布をさせてい

ただいたところでございます。 
 今回の災害を受けて、特に鼓地区についてはですね、さまざまな条件が変わってき

ている部分もございますので、ハザードマップの改正と併せて、先ほど言った防災マ

ップですね、九大の先生とやってた、これを最初に平成３０年に作成をして、見直し

を令和３年、ほぼほぼ２年前ぐらいに、一度アップデートをしてですね、新しい情報

を入れて作ったところでございます。 
 これについても、今回の反省を踏まえて、これは、九大の先生の善意というわけで

はなくて、九大の先生が持っているＮＰＯの法人さんとですね、委託契約を結ぶ形で

作成してもらう。当初は善意というか、生徒さんとやってもらって、次回見直しのと

きには、ある程度の費用を村も持って、共同の作業の中でやったというところもござ

いますので、こういった部分の見直しをですね、行いたいと思っております。 
 ただ、これがある程度防災工事等があった後でないと、なかなかできにくい部分も
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ございますので、今年、来年するというところは、時期的な分については、見極めさ

せていただきたいというふうに思っておるところでございます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  災害は、先ほど同僚議員もずっとお話をされていますが、災害は、もう本当に５０

年に１回とか、そういうことじゃなくなってきています。それぞれ村民も行政も一つ

になって、災害に強い村ができればいいですが、山ばっかりの村だから、なかなか難

しいこともありますが、早めの避難をして、消防とか警察とか、そういう方にもご迷

惑のかからないような行動が取れる、そういうことができればいいなと思っていま

す。 
 いつか、今回も市議さんが避難していない人に避難を誘導に行って、その方が亡く

なったという報道を聞いたりすると、２次災害で亡くなることだけは避けなければい

けないと、そんな気がして、今回このような質問をさせていただきました。ありがと

うございました。 
 議  長  これにて、髙倉美紀惠議員の質問を終了します。 

 引き続き、和田将幸議員の質問を認めます。 
１番 和田将幸議員 

 １  番  今回は、大きく２つの質問をしたいと思います。 
 １つは７月の豪雨災害について、質問いたします。 
 ７月の豪雨災害で被害を、東峰村全体で至る所で受けたんですけども、岩屋地区に

あるBRT 路線、そこも被害を受けた１つです。 
 その場所は２９年、６年前の九州北部豪雨のときも被害は出ていませんでした。そ

のずっと前からも、ＪＲが通ったときから、そこは大きな災害は起きてないというと

ころだったんですけども、その九州北部豪雨の後に、その上に村の土捨て場とＪＲの

BRT 路線が完成しています。 
 今回被害が発生した原因の中で、土捨て場の排水に問題はなかったのか、ＪＲ専用

道の排水に問題はなかったのか、村長の考えをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  中尾の土捨て場の話だと思います。 

 あそこについては、かれこれ２０年ぐらい、確か土捨て場として認定をして、適宜

きちんと排水計画、設計を行いながら残土処理というか、土捨て場として使用をし、

管理してきたところでございます。 
 土捨て場の部分については、豪雨災害後に、土の状況、山の状況、斜面の状況など

の現地確認を行ったところではございましたが、被災している状況はなかった。水路

の閉塞等などについても確認できていないということで、残土処理場からの排水につ

いては、山水ではございますが、問題なかったものと思っております。 
 ＪＲの分については、ＪＲについても、水の集まりが舗装上で、BRT の路面上を

流れて来たという部分が、ちょうどあそこで交差するというところは、事実としてあ

る分ではございますが、今回については、やはり立て坑の水の飲み込みとか、想定以

上というか、それ以上の雨が降ったことにより越流の、それが直接的な原因というふ

うに思っておりますので、そういうことが原因であろう、推測でございます。 
 これについてはですね、というところで今判断はしているところでございます。 

 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  ＪＲの BRT 専用道に関しては、これまでも雨水の流れや量が変わるんで、安全性

に問題はないのか。問題がないのであれば、どういう処理を行ったので問題がないの

か、きちんと説明をしてくれませんかという、ＪＲに対しての要望を地域住民から出

していたんですけれども、１回も実施されず今回の災害が起こっています。 
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 そういう中で起こっているんで、その地域の村民だけじゃなく、沿線上の東峰村の

村民は、皆さん少しながら不安に思っているところは、いくら安全と言っても実際起

きてるんで、不安になっているところはあると思います。 
 今、村長の答弁にあったように、村の土捨て場もＪＲも問題はなかったという答え

だったんですけども、ＪＲとの協議、きちんと安全面に対する協議とかはできている

のですか。 
 今回災害があった原因は何か、ＪＲと協議して、お互い両方とも責任はありません

というのではなく、きちんと協議したうえで災害の原因究明を行っているのか、村長

の考えをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さんが言われる気持ちは十分考えはありますが、結論というか、どちらに責任

があるか、責任がないのか、これについては、今回、２９年もそうなんですけど、や

っぱり想定というか、基準以上と申しますか、この雨量における災害の発生について、

断言できるものはですね、言われる分は十分分かるんですけど、できないというふう

には思います。 
 ただ、安全運行をきっちりやる、その中でそこの部分について、法面の崩壊が起き

た。これに対してきっちり対策をしていただいたというか、するのが当然の義務なん

ですけど、した。 
 あとですね、下流部分についても、山に土砂が入ったりとか、一部法面の崩落等か

起きてたということで、そういった部分について、原因というか、今後の対策のため

にどうすればよいかという観点の調査等はですね、必要でありますが、これについて、

当初から言われてたＪＲからの説明がない、これについてはですね、村からも説明し

てという話をしてたんですけど、実現しなかったというところについては申し訳ない

と思っておりますが、この災害に対してのやり取りについては、ちょっとここでする

ことがですね、正しいのかどうか、これについては、原因としては、たぶん出ないと

いうふうに、自分としては考えています。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  今回の災害で、どこに原因があるのかを突き止めるのではなく、今後その下で住民

が安心して暮らせるように、その対策がきちんとできるのか、そこに繋がるものだと

思っています。 
 そして、ＪＲの BRT は、当初の開通時期と変わらず開通しましたが、もう工事の

ほうは復旧したんですけども、今回と同じような雨が降ったとして、対応できるよう

な工事になっているのか、用水とかを見るかぎり、あまり広がったようなとこは見受

けられないんですけども、その辺のところをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  ありがとうございます。 

 ＪＲが行った災害復旧については、工法についてはジオセル工法という新しいとい

うか、ＪＲさんが災害復旧を行うときに法面保護として使われる工法を採用してい

る。これについては、地中で地滑りを起こさないようにする技術ということで、上を

流れる水については、ある程度は浸透する。それ以上は表面を抜けていって、崩れな

い構造であるというふうに説明は受けているところで、この面についても、一番下の

ところに側溝がございますので、そこに飲み込ませる。それを越えた水については、

ちょっとどうするかという問題はありますけど、その分の話、再度の法面の崩落が起

きないとまでは言えないかもしれませんけど、起きにくい構造であるという部分と、

ＪＲの BRT の路線に、路面から出てくる水をですね、１本現地の関係者の方と話を

して、立会いの下に、１本水抜きを造って、そういった部分について説明をさせてい
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ただいて、ご本人さんや家族の方もですね、了解をいただいた上で工事をしたという

ことはですね、しっかり説明を受けておりますので、その分について、適切にされて

いるということで理解しているところでございます。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  ＪＲのほうは新しい工法というか、ＪＲがよく使う工法で強度を増してくれて、そ

こは安心できるだろうということでお受けします。 
 でも土砂、専用道を越してきた水、基本的に用水とか排水溝が変わらないかぎり、

今回のような雨が降ったら、また、あの専用道の上を水が越して下りてくる。下りて

くるけど、今度の工法の法面は強いから大丈夫です。そういうことだったら、そこの

下に住む住民は安心して眠れないというか、今後子どもたちがまたそこに残って、村

を支えていってもらわないといけないのに、住むことの不安があるかぎり、やっぱり

そこを離れていくと思うんですよ。 
 村としても、今回同僚議員が災害のことでいろんな、同じようなことを言っている

んですけども、林道とか、そういうところの水の量が、以前と比べて確実に増えてい

る。その水のせいで大変な思いをしている住民もいっぱいいます。 
 住民が気付いているところはいいんですけども、気付いてない村全体の、従来の雨

量では対応できるけど、今の雨量では対応できないところ、箇所とかいっぱいあると

思うんですよ。 
 そういうところを村で、全体で見直して、１回調査をしてですね、そういう対応を

できるのであればお願いしたいのですが、そういうことは可能でしょうか、お伺いし

ます。 
 議  長  村長 
 村  長  雨の降り方が変わってきたというのは報道等でも十分言われていることでござい

ます。 
 特に、元々九州は雨の多いところではございましたが、今ではもう関東、東北、あ

の辺りまで九州と同じような雨が降って、あちらのほうも防災対策が追い付いていな

い。それはもう国が考えることではございますが。 
 村としてはですね、そういった部分で、やっぱりどうすれば安全・安心な生活が送

れるか。もう、これはやっぱり当然村として考えなければいけないところではござい

ます。 
 ただ、村全体を俯瞰して、どうすればいいかという部分については、河川について

はですね、いろいろと調査をしながらやっているところでございます。 
 ただ、山から出てくる水、山の土砂崩れはもう自然が相手ですのでなかなか難しい

ところではございますけど、やっぱりあふれる水をどうよけて行くかという部分につ

いての対策をしなければいけないということはですね、感じているところでありま

す。 
 ただ、全体的に調査をしてというのは、非常に壮大な部分になってきますので、こ

こで分かりましたとは、なかなか言い難いものがありますので、これについては、や

っぱりいろんな条件を加味しながら、今後の対策については考えさせていただきたい

というふうに思っております。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  今、村長が言うように、全体的の調査とかは難しいかもしれませんが、一応声が上

がっているところであったり、林道、人工物ができて流量が変わったところ、そうい

うところは１回見直して、住民が安心して暮らせるような村づくりにしていってもら

いたいです。 
 これで、質問を終わります。 



36 
 

 休  憩  
 議  長  ３時５分まで休憩します。 

（１４時５４分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１５時０５分） 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員の質問を認めます。 

５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  今度の災害のことばかり、皆さんいろいろ質問されています。自分もそれにある程

度は関係してくるんですが、まず、はじめに、３度目になると思いますけれども、鶴

の迂回路についてでございます。 
 前言ったんですが、今度地区から要望書が出ていると思います。その月の１５日ま

でに出せば、次の月の初めには返事が返ってくるということでございますので、８月

２日に出していると思います。結果が出ていると思いますので、その結果をお伺いし

ます。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さん言われるとおりですね、鼓北区長より要望が出されたところでございま

す。 
 要望の内容については８月の２５日付で、区長さんに対しまして回答を送付させて

いただいているところでございます。 
 回答内容といたしましては、新規に迂回路と申しますか、道路の設置を整備する要

望でありましたので、地形やルート、費用など、まだまだ整備の可能性について検討

する部分もございますので、検討させていただきたいという旨の回答をさせていただ

いているところでございます。以上です。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  だと思いましたが、これでですね、言ったように、もう３度目になると思うんです

が。 
 やっぱり地区ではですね、今度のまた大きい災害がありました。そういうところで

ですね、やっぱり一刻も早く迂回路は造っていただきたいということで要望書を出さ

せていただきました。 
 そういうことでありますので、前課長のときにドローンでですね、地形の調査とか

をやると言っていただいておりました。その結果も出ていると思いますが、そちらの

結果はいかがでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員が申されたとおり、ドローンの部分でですね、測量を令和４年の３月までには

ですね、一度実施している結果がございます。その結果を、私のほうも確認させてい

ただいております。 
 ドローンの測量の範囲としましては、農道の大木線から農道の久毛線の付近の範囲

をですね、ドローン測量されております。そのドローン測量によって、そこの土地の

地形の形状ですね、そういったところが、今、結果として出てきているという形でご

ざいます。 
 その中で、その地形を見ながら、どのようなルートが、例えば、この農道の大木線

から久毛線を繋ぐルートとして最適であるか、いったところを、高さの関係を判断基

準として、複数のルートを検討している結果が、伺ってございます。 
 その各結果をですね、見せてもらっておりますが、実際、やはり各種、実際はかな

りの検討ケースのルートを出しておるんですけれども、その中で、できるだけやはり
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高低差が低くて、それで距離が短ければ、一番工事費等についてもですね、現実的な

ところも含めてですね、いいという話ではあるんですけれども。 
 そういったところで、実際見ていきますと、実際、各農道のところを繋ぐ平均的な

勾配という形ですけれども、それでも今、１２％ぐらい、１１％から１２％ぐらいの

勾配が平均的に、そのぐらいの勾配になってしまうということ。 
 それから、場所、場所によっては、極地的な最大勾配というのがございますが、そ

うなりますと３０度を超えるような、そのような勾配に各ケースともになっていると

いう形でございます。 
 ですから、ここを実際車両等がしっかり通行できるような、迂回路というふうな形

にしますと、やはり今の地形なりのままでルートを造るというのは、なかなか難しい

んじゃないかなというようなところは感じているところでございます。 
 ですから、勾配が例えば３０度とかございますと、そういったところについては、

山などを削ってですね、そういった形で道路の縦断的な勾配を変化させないといけな

いというところがございます。 
 そういったところのルートをいろいろと見ていくところではあるんですけれども、

そういう山を削らなきゃといけないとなってきますと、かなりの大規模な工事になる

こと。 
それから、実際、各農道の横には川も流れているところでございます。ですから、

そこの川をですね、渡らないといけないというようなところもございますので、その

ような橋梁ですとか、そういったものは必ず必要になってくるのかなというところで

は、思っているところです。 
 ですから、実際、この工事を実施するとなってきますと、ルート選定、ここは、前

の議会のときでしょうか、用地とかの提供とかも協力いただけるというような話もあ

ってございますが、そういったルートが、どこが最適であるかといったことですとか、

そういったところもですね、今回測量結果を受けて、また地元のほうの皆様にもお示

ししてないところもありますので、そういったところを踏まえてですね、地元のほう

の方々にもですね、この結果などを見ながら、現地とかで確認していかないといけな

いかなというふうには思っているところです。 
 実際、私も現地をいろいろ見てみたんですけれども、この村道の先々、要は、農道

がそれぞれ山のほうに向かっておりますが、それぞれに治山・砂防堰堤があるような

状況でございまして、７月の１０日の洪水時においては、その川がどうも氾濫してい

るというふうな形に見受けられます。 
 ですから、そこの横を通っている農道自体もですね、実際大きな石などが流れ出て、

それが堆積して通行がなかなか難しいといったルートでもありますのでですね、そう

いった上流側に施設があるところに、かつ迂回路を造らないといけないとなってきま

すと、皆様の安全も確保しながらのルートというのを考えていかないといけませんの

で、そういったところをですね、しっかりと実現できるか否か、そこら辺をしっかり

協議をさせていただければなというようなことを考えているところでございます。 
 調査結果については、以上になります。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  そういうふうで、もしルートとかがですね、いくつかできているのであればですね、

早速でもいいですので、住民との話し合いを早急に持っていただきたいと、よろしく

お願いします。 
 今度の大雨でですね、うちの地区は１棟住居が崩壊しまして、また、焼き物屋さん

とか、他のところも土砂流入がございました。 
 そういうときにですね、安全に逃げられる迂回路があればと思っておりますので、
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できるだけ早急に話し合いを持っていただきたいと思います。 
 このように、先ほどからも議員さんいろいろ言われていますけれど、もう１０年、

５０年じゃないんですよね。もうほんと６年だったり毎年だったりこの災害が起きて

きますので、そこのところを考えてですね、早急に取り掛かっていただきたいと思う

んですが、そこのところの時期とか、今言った話し合いはすぐにでもできると思いま

すので、そういうことから始めていただきたいんですが、そういう時期なんか示して

いただけましたら、大雑把で結構ですのでよろしくお願いします。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど議員さん申されました安全に避難できる道路という観点でですね、もっとや

はり可能性についてのですね、協議、検討は必要というふうには十分認識していると

ころでございます。 
 ただ、時期的な部分については、一旦回答と情報の共有はさせていただきたいと思

います。 
 具体的な部分については、少なくとも今年１２月まではもう査定関係で農林建設

課、これはですね、言い訳になります。査定関係で農林建設課、災害対策室、ぎりぎ

りで仕事をしている状況でございますので、情報共有はすぐ行わせていただきたい。

その後の部分の検討については、やはりかなり時間を要する部分だと思っております

ので、もう少々、速やかにという回答をしたいと思っているんですけど、時間をいた

だきたいというふうに思っているところでございます。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  できるだけ早い時期の回答をよろしくお願いしときます。 

 ６年前被災したところなんですが、第２鶴橋からですね、久毛地区に行く村道があ

るんですが、そこの村道に水道管がまだ埋設されていなくてですね、水道管が露出を

しているんですが、村道も通れないようになっているんですよね。 
 だから、６年前の被災工事がまだ終わってないというところがあるんですが、どう

してかということと、この水道管はいつ頃埋設をしていただけるのでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員申されている第２鶴橋から久毛地区への水道管についてなんですけども、現在

は５０㎜の仮設の水道管がそのまま埋められずにいるという形になっているかと思

います。 
 ちょっと、今までのところでずっと６年前からというか、今の現在埋設されてない

という理由については、ちょっとすみません、私も今すぐここでお答えすることはで

きませんが。 
 この管につきましてはですね、実際の必要である管の径と言いますか、１００㎜に

なりますので、そちらの本管に変更させていただいて、今年度には埋設させていただ

くような形で進めてまいりたいと思います。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  それとですね、これ県の管轄になるから直接の返答はできないと思うんですが、県

土事務所がですね、鶴地区内の大肥川に下りるところに梯子を付けてくれと言ってた

ら、それは付けると約束はしてくれているんですが、石垣の形状がとか、いろいろ言

われるんですね。 
 それは、なんでそういうことを今ごろ言うのかと。早くからここには、３カ所ぐら

いは付けてくれと言ってたのに、場所がどうのこうの言うわけですね。 
 そういう、何と言いますか、返答があっている、県からですね、あっていることに

対して、行政のほうはどのように考えているのか。また、そういうところを、そこは

つけるように約束できていれば早く着けるように指導はできないのか、お願いしま



39 
 

す。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員申されているような、梯子のような形の設置を３カ所といったところについて

はですね、しっかり県土整備事務所のほうにも確認させていただいておりまして、３

カ所は設置するという形で考えておられるということでございます。 
 今、３つのうちの１カ所はもう既に設置がなされているということで聞いておりま

して、あと残りの２カ所については、ここにというところで、おそらく護岸のタイプ

ですとか、そういったものでいろいろと何か設置の条件が、できる、できないとかが

あっているのかもしれませんけれども、引き続きですね、この残りの２カ所について

も、設置に向けてですね、地元協議をさせていただきたいということで、日程調整の

準備をしているということでございましたので、そこもできるだけ早くですね、協議

ができるような形で、私のほうからもですね、県土整備事務所のほうにもお伝えしな

がらですね、この残りの２カ所の部分について、設置の部分を進めていけるようにさ

せていただきたいというふうに思っております。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  よろしくお願いしときます。 

 さっき言ったように、この災害のことにも繋がってくるんですが、今度もでしたけ

ど、災害時にですね、国道、県道、村道、いろいろなところですね、通行止めが発生

するんですね。 
 これが、どこが通れて、どこが通れないのかという、村民に対してもうちょっと詳

しく、すばやく説明をしていただきたいんですね。 
 なんでかというと、実は通れるところだったのに、今まで通れなかったから遠回り

をしたという村民がおられました。 
 ですので、それは小石原から甘木へ行くときに江川のほうを通るのと寺内のほうを

通るのと２カ所ありますよね。あれの片っ方だったんですけど、そういうふうに遠回

りをしなくちゃいけなかったということですので、そういう通行止め解除、国道、県

道、村道、併せてそういうところの解除もあるんですが、通れないところもはっきり

すばやく村民に説明をしていただきたいと思うんですが、そこのところはいかがです

か。 
 議  長  村長 
 村  長  今回の７月の豪雨災害については、国道２１１号線は、もうご存じのとおり通行止

めになりました。 
 このときにですね、防災無線等を通じて通行止めの放送はしたところでございます

が、どこの区間からどこの区間までの通行止めかという部分が、県の発表等に準じて

村のほうも行っておりましたので、ちょっと詳細に分かりづらいというのは、課題と

して言われるとおりだというふうに思っておるところでございます。 
 ただ、いつ通れるのかという部分の観点についても、これも応急工事の関係、通れ

ますよと言って、地元以外の方もついて来て工事に支障があるとか、何かいろんな条

件があるので、基本的には県の情報以上のものについて、村が独自の判断で通れます

というアナウンスをするということは、なかなかできないというのが現実でございま

すので、その分については、今回の分についても緊急車両のみが通行可とか地元関係

者のみが通行可、そのときにはガードマンさんに、地元の人でどこどこにいきますと

かいう部分を言ってくださいとかいう放送はですね、したところではあったんでござ

います。 
 こういった形でどうにか、ただ、これね、こういう話をしたら、これまで通れます

という話もなかなかしづらい部分がございますので、できるだけ分かりやすい放送と
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いうのは心がけているところなんですけど、この道路の関係については、最終的には

個別に問い合わせていただくしかない。あと、村のほうから放送する分については、

できるだけ村民の人は通れるような形で放送したいというのはあるんですけど、通れ

ますというのはなかなか言えない。 
 供用開始を行うにあたっても、県と警察の協議が整わないとアナウンスができない

とかいうようなところもございますので、そこはちょっとご了解いただきたいなとい

うふうに思っているところであります。 
 なかなかですね、難しいところではございますが、この分の放送については、そう

いった形で運営をさせていただいておるところでございます。以上です。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  仮設道路が、この国道でも一緒ですけど、ガードレールができないとまだ通れない

とか、そういうところはよく分かっているつもりです。 
 ですけども、結局生活道路として使ってあるからですね、村民だけにはどうにかな

らないかと思ったから質問いたしました。 
 次ですが、今度もですね、やっぱりいろんな農地被害が多くありました。 
 被災者はですね、なかなかやっぱり自分のところが災害に遭ったら気が動転してい

ると思うんですね。ですから、簡単な手続きもできないというより分からない、やれ

ないと言う人もいると思います。被災箇所を見てもらったら、もうそれで役場には届

けたから、それでいいんだと思っている方もいるんですね。 
 そうじゃなくて、それからこういうふうに、いろんな手続きがありますよと。被災

したら被災したで、あと自分たちでやるなり査定してもらうなり、いろんな手続きと

いうか対応の仕方があると思うんですね。 
 そういうところを被災した皆さんにはですね、分かりやすく説明をしていただきた

いと思うんですが、いかがですか。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  災害対応の手続きということでご質問でございます。 

 災害の規模やですね、先ほど言いましたように種類で、また、災害救助法や再建支

援法の適用などですね、手続きの種類は変わってきます。 
 今回の被災者への福祉的な支援制度につきましては、８月の広報誌及び村のホーム

ページに掲載しておりますので、そちらのほうをご確認いただきまして、ご不明な点

は役場のほうにご連絡いただければと思っております。 
 先んじてですね、被災物の写真の近景とか遠景を撮っていただくことが重要かなと

は思っております。以上です。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  それは分かるんですよ。それは分かるんですけれども、言ったように、それができ

ない人がいるんですよ。分からない人がいるから、もう少し分かりやすく説明をでき

ないか、ということをお伺いしているんですが。 
 議  長  村長 
 村  長  被災を受けられた方、住宅に限らず農地災害等も先ほど申されました。 

 その分については、基本的には、まず役場のほうに連絡があっているという時系列

の中で、いろんな情報が入っておりますので、そういった部分の整理、また、災害直

後、班に分かれて村内の被害状況、これは公共的な部分とか農地的な部分にはなって

まいります。そういった部分の調査をしたうえで、申請等を行っていただいていると

ころでございます。 
 申請相談を受けたところにつきましては、きちんとそういった手続きのあり方等に

ついてですね、電話なり窓口なりでそういった相談にですね、お答えをしているとこ
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ろであります。手続きの方法とかですね。 
 ただ、それ以前で、申請自体どこに聞けばいいかという部分についての方への救い

上げというか、この部分については、正直言ってなかなかできていないというのが実

情でございますので、これも、まずもって何らかの被害を受けた方はですね、役場の

ほうに連絡をしていただくことで１つのステップが始まるのかなというふうには思

っておりますので、この分についての告知を十分、広報誌等では行いましたが、行き

当たってないかな。  
 その分については、集落支援員さんとかが回っておりますので、そういった中で、

被害とかはちゃんと受けましたかとかですね、特に高齢者の方の声かけはされている

とは思うんですけれども、そういった部分で落としと言いますか、見過ごしている部

分がないか、こういった部分については、再度確認をさせていただきたいというふう

に思っております。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  今言ったように、細かいところですね、「これくらいやけん、言わんでっちゃいい

っちゃろ」とか思っている方もいらっしゃるんですよね。 
 実際、被災したところに査定とか行ったら、もう言ったように、それで終わったと

思っているんですよ。「俺、役場職員に言うとった」って、それで終わっているんで

すよね。 
 だから、そうじゃなくて、今言ったように、査定とか行ったところとかは特にです

ね、後はこれこれ、こういう手続きをしてくださいということを説明してくださいっ

て言ってるんでありますので、そこのところはよろしくお願いしておきます。後はい

いです。 
 次は、釜床用水路について伺います。 
 これは、６年前に被災したんですけれども、それから何回かボランティアさんとか

来て、一応上げるのは上げたんですが。そうですね、３回、４回、５回ぐらいはまた

被災したんですよね。 
 言ったように、山が崩れてくるからそうなったり、そうじゃなくて、上のほうの谷

から土砂が入るから、そこはどうにか止められないかと、係の方とは話はしました。

でも、結局どうにもならなくて、また今回も被災しています。 
 今言ったように、小さい砂防かですね、治山でもしていただければいいのかなとは

思うんですが、しょっちゅうこういうふうになるとですね、６年のときにうちなんか

ビニールハウスが被災したんですが、今建て替えてもらったんですけど、利用できな

いんですよね、水がないから。 
 だから、県からまた言われるんじゃないかなと、自分は思っているんですが、そう

いう用水路はあるんですが、そういうところどうにかなりませんか。お伺いします。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  今おっしゃられたように、用水路等については大雨等でやっぱり閉塞するとか、水

路が埋まってしまうという、多数ですね、こうしった取水できない状況になっている

ところ、村内で確認させていただいているところです。 
 実際はですね、各用水の管理者様のほうでですね、この維持管理をしていただいて

いるようなところでございまして、どうしても今の現状ですとですね、こういう土砂

堆積が多くて撤去ができないというような場所についてはですね、今のこの村の補助

でいきますと、農業用の施設災害復旧事業という、仮工事といったものがございます。

こういったものでそういう用水路のですね、土砂撤去だとか、そういったものを実施

いただくような形という補助というのはさせていただいているところでございます

ので、そのようなものをご検討いただければというふうに思うんですね。 
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 実際おっしゃられるように、そういう元々の土砂の発生源とかを抑えられればとい

うところではあるんですけれども、そこもですね、なんでしょうね、どこを抑えたら

土砂が止まるのかといったところがなかなかですね、ちょっと今の、私のほうはちょ

っとそういうところがまだ把握できていないところもございます。 
 例えば、ここさえ止めれば、例えば土砂がこないというところがもしございました

ら、そういったところをまたお伝えいただいて、対策等がもしできるのであればです

ね、考えてみたいというふうに思います。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  そういう話はですね、実際係の方とはやりました。 

 でも、はっきり言います。返事がない。回答がない。 
 ここをこうすればいいんですよって、話とってもですね、後がないんですよ。 
 だから、今度のことでも同じです。 
 狭い農地を一生懸命耕してるんですよ。だから、そこのところを分かってもらいた

いんですね。 
 だから、ここがこうなっているから、こうすればいいって、せっかくそこで話し合

いをしてるのに、その回答がないんですよ。 
 だから、いろんなところでもあると思うんですけれども、そういうふうに相談され

たら、回答だけはせめて返してください。よろしくお願いします。 
 前回のときも農地がやっぱり最後になりますよね。どうしてもそうなるんで分かる

んですが、今言ったように、狭い農地を一生懸命耕しているからですね、農地のほう

も気にかけていただきたいと。そこのところはまた、重ねてお願いしときます。 
 次に、今度また水害で被害を受けられたところの箇所を見ているとですね、前回対

策ができていればと。前の議員が質問してましたけど、要するに、検証をしていただ

ければ良かったなというところがあるんですね。 
 元民芸村のところの前の焼き物屋さん、あそこまた被災をしたんですけれども、６

年前から相談をしていたと。ここをこう広げてください。曲っているところを真っ直

ぐしてください。 
 相談していたにもかかわらず、さっき言ったように返事がない、回答がない。それ

が一番、なんていうんですか、村民としては不安ですよ。相談してるのに何で返事が

ないとって。 
 だから、そこのところ、もう１回お伺いします。 
 返事だけはしてください。よろしくお願いします。とうですか。 

 議  長  村長 
 村  長  すみません。やり取りを見ている中でですね、やっぱり返事というか、たぶん検討

してはいると思いますけど、やはりそれが相手に伝わらなければ、検討も何もないと

いうところはもう事実でございますので、先ほどの分につきましては、ちょっと議会

終了後もう一度確認を取って、必ず返事はさせたいというふうに思っております。 
 農地災害が後回しという形ではないんですけど、２９年災害の工事発注において

も、やっぱり農地災害復旧、ずっと不落が続いたとかいう形もございますが、災害復

旧工事については、それぞれの箇所においてですね、班が分かれておりますので、き

っちり計画に基づいて発注、施工等は、きっちり復旧をやっていきたいというふうに

思っているところでございます。 
 あと、先ほども申されました、元民芸村の前のまるえい窯さんのところの水路、こ

の件については、災害後すぐいろいろと村内を見て回る中で、ちょうどご主人さんと

奥さんもいて、そういった話も伺わさせていただきました。 
 この分について、営林署のほうと協議と言いますか、営林署のほうにも現地を確認
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していただいて、原因としては、国有林の土砂の崩壊によって水路が詰まったものと

いうふうに考えられるということで、森林管理所において、９月中旬以降と言います

ので、できるだけ速やかになると思いますが、応急の復旧工事を実施するということ

をですね、確認しているところでございます。 
 そのときに、そこのご主人さんとも話したところではあったんですけど、根本的に

山から来る土砂を止めるという方法と、１つは、その土砂をどう流すかという方法、

その土砂を家のほうに入れない方法、そういった部分を考えながら、被害が最小限と、

被害ができるだけ起こらないような対策をですね、あのときにもちょっと話をしまし

たけど、小規模治山という話になったら申し訳ないんですけど、そういった部分の制

度を活用しながらですね、いろんな形を、いろんな相談を受け、協議をしながらです

ね、村が直接的にするというのは、なかなか土地の関係で難しいと思いますので、そ

ういった判断でできる村の補助事業等をですね、活用していただきたいというふうに

思っているところでございます。以上です。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  村長と少しは話したということも聞いております。 

 ですので、そういうところがですね、要するに公有地じゃないですか。 
 だから、そういう何と言うんですか、水路等改良、公有地だったら案外話もスムー

ズにいくのかなと。私有地だったらですね、なかなか難しいと思うんですが。 
 そういう話し合いにもですね、できれば行政も積極的に関わっていただきたいと、

災害予防の観点からもですね。思うんですが、いかがですか。 
 議  長  村長 
 村  長  ごめんなさい、反問権ではございません。 

 ちょっと質問の意味が分かりづらかったので、もう一度質問いただきたいと思いま

す。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  民有地じゃなくてですね、公有地だったら案外スムーズにいくと思うんですね。 

 でも、今言ったように、民有地はいろんな話し合いがあるじゃないですか、私有地

だから。 
 だから、そういう話し合いにも行政の方が介入していただけないかということで

す。 
民有地と民有地の間の溝があるとするじゃないですか、用水路があるとする。それ

を広げる場合に話し合いをしなくちゃいけないですよね。そういう話し合いの場にも

行政がちょっと入っていただけないかということです。第三者として。 
 議  長  村長 
 村  長  公共工事が絡む分については、当然村はですね、中心になって調整すべきものであ

ると思っております。 
 民地と民地の部分、災害復旧等に当たる部分については、やっぱり関わらなくては

いけないなとは思っております。 
 ただ、あまり入りすぎるとですね、境界争いとかいろんな形にもなってまいります

ので、なかなかこの部分については、ちょっと難しいなということで、ちょっと回答

がしづらい部分ではございますが、災害に関する部分、いろいろとありましたら、で

きるだけという回答もなかなか、正直言って難しいとは思っておりますが、ちょっと

個別具体的な話の中で対応させていただきたいというふうに思います。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  行政はちょっと入りにくいで結構です。申し訳ありません。 

 その災害のほうの話は置いといて、次に行きます。 
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 次にですね、診療所医療についてでございます。 
 今度西日本新聞に出てたんですが、日頃から健康状態を診てくれて、必要なときは

専門の病院を紹介する。そんなかかりつけ医の役割が法律で明確になったと出ており

ました。 
 先の国会でですね、改正医療法が成立して、かかりつけ医が身近な地域で日常的な

診療や予防などの医療を提供する機能と初めて定義されたそうです。 
 具体的にはですね、日常的な病気の対応のほか、休日や夜間の診療、在宅医療、介

護サービスとの連携を挙げているそうです。 
 そこで私が伺いたいのは、特に、今度のように災害発生時を含めて、東峰村の医療

体制、だから東峰診療所の時間外診療等ですね、休日を含めて、東峰村の医療体制が

どうなっているのか、お伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さんおっしゃいますとおりですね、先の国会において改正医療法が成立し、令

和６年４月から順次施行という形にされているところでございます。 
 ご存じのとおり村立診療所でございますが、直接医師の募集は行っておりますが、

なかなか難しいというところもございまして、現在、自治医大のほうから医師を派遣

していただいているところでございます。 
 派遣医師につきましては、福岡県との協定によりまして、勤務時間が、正直なとこ

ろ午前９時から午後５時までと定められておりまして、現在時間外の診療というの

は、診療所においては、協定の範囲内での運営になりますので、困難な状況というと

ころは現実のところでございます。 
 村の診療所の状況の実情としては、以上でございます。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  その協定は分かるんですが、テレビの観すぎかな、あるじゃないですか。村の診療

所のお医者さんが夜中でもちゃんと診てくれると、いうようなところはあるからです

ね、そのような体制になれないかということなんですね。 
 診療所にも、要するに宿泊施設というか、お医者さんは住み込みで働けるようにも

なっているじゃないですか。 
 だから、今のお医者さんとの協定はそうかもしれませんが、今後お医者さんと契約

をする場合においてですね、時間外診療をしていただきたいと。そうすればですね、

かかりつけ医にもなれると思うんですよ。 
 乗合タクシーも動き出したことですし、便利も良くなったと思うんですね。診療所

にも通いやすくなったと思うんですよ。だから、そこのところも考えて、できたら時

間外診療をできるような医師を雇っていただけるかどうか、最後にお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  これまでの自治医大から派遣いただいた医師の中にも、実際に診療所のほうにです

ね、居を構えていただいた方もおります。 
 そのときには医師というか、先生の善意に頼っていたところで、ほぼほぼ時間外の

相談というのはなかったと思いますが、かかりつけ医というものが明文化された。こ

の中で言われているのは、地域医療、また大病院と言いますか、そちらのほうとので

すね、連携をきっちりやって、そちらのほうに繋ぐ体制を作らなければいけないとい

う部分と、電話で、相談で済む分であれば、なんとか先生でも対応できないかとか、

今、ちょっと雑談的な話はしているんですけど。ちょっと制度上は、今の制度である

かぎりは、ちょっと難しいなというところはございますので、これはちょっと悩まし

いと言いますか、なんとか村民の医療に対する不安を取り除く、安心していただくと

いう部分についてはですね、診療所また近隣の医師、そういった部分との連携、村内
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の医療機関でかかりつけ医の機能ができるのが最も理想ではあるんですけど、そうい

った部分のやり方については、また勉強と言いますか、協議と検討をさせていただき

たいというふうに思っております。 
 議  長  以上で、一般質問を終了します。 
 散  会  
 議  長  これをもちまして、本日の会議を終了します。 

 明日９月１２日は、午前９時３０分から決算審査特別委員会を開会いたします。 
 本日は、これにて散会します。 

（１５時５０分） 
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 開  議  
 議  長  ただ今の出席議員数は、１０名です。 

 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（１０時２５分） 
 議  長  これより、各議案の質疑、討論、採決を行います。 
 日程第１  
 議  長  日程第１ 承認第７号「専決処分の承認を求めることについて」を、議題といたし

ます。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
６番 高橋弘展議員 

 ６  番  専決処分のほうで、１つお尋ねしたいと思います。 
 ２２ページをお願いいたします。 
 ４款１項３目環境衛生費の１８節の負担金補助及び交付金のところの災害家屋等

解体撤去補助金について、お尋ねしたいと思います。  
 ２，２００万計上されておりますけれども、この解体補助金を使われる件数ですね、

大体何件程度の見積もりをされているのか、お尋ねします。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  こちらの１８節の関係でございますが、全壊家屋としては３件、それから、全壊以

下を１０件ほど見込んだというか、予想して予算組みを立てております。以上です。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  全壊以下１０件なんですけども、決算委員会の折でもちょっとこの話は出てきたか

なとは思うんですが。 
 今回の補助金で使える部分に関しては、全壊以下の部分であったり、民家以外の部

分であったり、ちょっとどういう区分になっているのか、もし、ご説明いただければ

と思います。 
 国の規定によるものと村独自でされている部分、６年前もあったと思うんですけれ

ども、今一度そこの条件ですね、あるのであればご説明をお願いいたします。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  国庫補助に、要するに廃棄物対策事業にのせられるものとしましては、解体工事で

すね。ものは、持家の全壊、家屋だけが補助にのせられるということになっておりま

す。 
 そのことで、平成２９年のときもですね、同様にしておりますが、その他はどうす

るかということで、持ち家の大規模半壊以下で半壊以上のものにつきましてはです

ね、村のほうで補助すると、解体につきまして。いうふうにしております。 
 その他、倉庫とか小屋等もございますので、そちらのほうもですね、半壊以上を２

分の１、こちらのほうは２分の１になりますけど、補助するような形になっておりま

す。 
 ざっとですけど、以上でございますが。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  持ち家以外の被害も今回あったのが、あんまり持ち家の被害というのが、６年前と

比べて少ない中で、持ち家以外の対応というのも、ある程度件数的には、比率として

は上がってくるのかなというのは、１０件ぐらい予算化されているとは思うんですけ

ども、例えば、商業施設であったり農業施設等々、持ち家以外の区分というのが、結

構いろいろされるのかなと思います。 
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 あくまでも持ち家に付随する部分であったりとか、そういった条件というのは定め

られているんでしょうか。 
 あくまでも何かしらかの建屋を解体するという費用で、これを見ていただけるもの

なのか、その辺の何か決め方というかですね、条件的なものは設定されたものになっ

ているんでしょうか。お尋ねです。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  基本的には被災した建物の住家と付属家という形にはなるとは思いますけれども。 

 先ほど、また重複するかもしれませんけど、全壊とそれ以外という形になります。 
 全壊以外は、もちろん倉庫とか仕事場とか、そういうところも、展示場とかあると

は思いますけれども、あくまでも基準はですね、半壊以上の被災があるかというのが

基準になります。 
 議  長  村長 
 村  長  補足をさせていただきます。 

 災害家屋の解体については、まず公費解体、これが国で全額出してくれる部分です

ね。公費解体については、あくまで居宅住居の全壊という部分があります。 
 住居の全壊に付属する倉庫とかですね、そういった部分については、もう一体とい

うことで、公費解体の対象に含まれるということになります。 
 それ以外で、あと半壊以上の大規模半壊から半壊の部分ですね、の居宅については、

村のほうの補助制度を２９年度に倣って、同じような制度をしておりまして、これに

ついては、村から補助を行うという形。 
 また、もう１つ、倉庫とか単独の部分ですね、被災証明が取れる家屋で、概ね全半

壊以上と認められる部分について、解体を行う場合ですね、これについては、先ほど

課長が申しましたとおり、解体撤去費に対しての２分の１の補助を行うという形で、

今回ですね、制度を立てつけさせていただいているところでございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  ２２ページをお願いします。 

 ２款１項２２目光地域情報通信費の中で、需用費として５００万円が予算化されて

おります。 
 光ケーブル移設費にありますが、これ水害を受けた光ケーブルだと思いますけど

も、その箇所数とか被害の内容とか、そういったものをお尋ねします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 こちら光ケーブルの移設というところで、小石原鼓、鼓浄水場付近ですね、あちら

のほうの光ケーブルのほうが被害を受けているというところで、今現在応急的にです

ね、仮設復旧はしておるところですけども、現状、あそこがまだ工事が入っておりま

せんので、工事が入れるようになり次第ですね、本復旧をするところにしております。 
 それの本復旧費として、この金額を計上させていただいているものとなります。以

上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  確認ですけど、じゃあ、鼓浄水場付近１カ所だけということでございますか。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 議員おっしゃるとおりですね、あの付近一帯の分ですね。あそこ１カ所というとこ

ろになります。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  同じ２２ページの民生費のところです。 

 災害救助費のところですが、１２節の災害ボランティアコーディネーター委託。 
 私たちの認識としては、社会福祉協議会が中心になってやっていただいているとい
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うふうに思っていたんですけども、どこに、どういう形で委託をされているのか、教

えてください。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  この災害ボランティアコーディネーター委託ということでございます。 

 まだ委託しておりませんで、今から委託するところでございます。 
 こちらの予定ではですね、農業ボランティアのコーディネーター。実際、災害ボラ

ンティアと農業ボランティアと違いますので。 
 災害ボランティアはですね、社協さんのほうが主導で行っておりますので、その中

にもそういう方はいらっしゃると思いますけど、それではなくて農業ボランティアの

コーディネーターとして予算計上させていただいているところでございます。 
 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 
 ご意見はございませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 承認第７号「専決処分の承認を求めることについて」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長   全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、承認することに決定いたしました。 

 日程第２  
 議  長  日程第２ 承認第８号「専決処分の承認を求めることについて」を、議題といたし

ます。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 承認第８号「専決処分の承認を求めることについて」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、承認することに決定しました。 

 日程第３  
 議  長  日程第３ 議案第２６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）

について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  １１款の災害復旧費について、災害対策室長にお尋ねしたいと思いますが。 
 今回の災害復旧工事は改良復旧工事なのか現状復旧工事なのか、まずお尋ねをいた
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します。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  実際、災害復旧であればですね、原形復旧が基本的な原則となりますけど、被災の

原因によってはですね、被災要因の除去とかですね、そういったものを今回は検討し

ながらですね、復旧工事を今から行っていきたいと思っております。 
 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 
 ８  番  ２４年災害、２９年災害、そしてまた今回の災害と、３回同じようなところも災害

に遭ったところがあります。 
 毎年災害が来るかもしれないような気象条件であります。そのような箇所が改良工

事ということでならないのか、お尋ねしたいと思います。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  改良工事となればですね、災害復旧とは別になるんですが、また、予算を確保しな

がらですね、緊自債とかですね、そういったものを検討しながらですね、工事をやっ

ていきたいと思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  同じく４３ページ、１１款１項１目の災害復旧総務費の１２節委託料の流木処理委

託料に関してです。 
 この流木処理というもの自体が、流木を取り除く費用なのか、あるいは取り除いた

流木自体を何かしらか処理するための費用なのか、その処理方法、処理先の、どうい

った事業者になるのかも含めてお尋ねいたします。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  この流木処理委託料というのは、取り除いて、今ですね、宝珠山の村民グラウンド

に置いております。その処理料を充てております。 
 その中で、処理していただく業者等につきましてはですね、今から検討してですね、

お願いしたいと考えております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ４２ページをお願いいたします。 

 ３款４項２目再建支援費、１８節負担金補助及び交付金についてです。 
 災害義援金について、少しお伺いしたいと思います。 
 これまで災害義援金は、この予算に上がってくるものではなかったので、なかなか

この議場で聞くということはなかったんですけれども、今回、この基金から出て行く

ものなのでお聞きしたいんですけれども、現状１回、配分委員会が行われているとい

うことを聞いております。 
 現状の方針ですね、第１回目に配分されるものについて、どういうふうな方向性を

付けられているのか、まずは、被害に遭われた住家の方々であったり、人的な部分へ

の義援金というか配分ということになるのか、この３，０００万という額が上がって

いるので、ある程度商工事業者とか、一般質問で少し話はありましたけど、そういっ

た部分まで広く含めたうえで１回配分されるのか、方針についてお伺いしたいと思い

ます。 
 議  長  村長 
 村  長  この災害義援金につきましては、皆さんご存じのとおり、平成２９年の際にですね、

皆様から頂いた支援の義援金、これについては、歳計外義援金ということでですね、

会計を通さずにですね、させていただいた。どこもそういう立て付けにはなっている

んですけど、その中で７，４００万円ほど、最終的に６次配分まで行った後ですね、

残った分を基金という形で積み立てさせていただいて、その後起こりうる災害、人的、

住家等の災害にいたしまして、どうにか速やかに手当てできる分について基金を造成
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するという形で、議決をいただいたものでございます。 
 というところで、基金である以上は一般会計、会計を通してするという形で、今回

会計の中で、補正予算という形で上げさせていただいたというところは、ご承知のと

おりでございます。 
 その中で、具体的な第１次配分、配分委員会をですね、１回開催させていただきま

した。配分委員会を概ねの方針といたしましては、現在のところ、２９年のときに６

次配分まで行ったんですけど、今回については、大体基金の概ね半分、これはちょっ

と数字的にはですね、どうこうということはないんですけど、大体半分ぐらいを一時

的に配分をするところで試算を行いまして、配分のやり方としては、３次配分をベー

スに行っているところでございます。 
 全壊家屋については、金額については４００万、詳細な部分については、また、広

報誌等でお知らせする部分ではございますが、住家に対する被害、また、被災証明が

出されておりまして、倉庫等に対する被災について、前回も３次の部分で１０万円と

いう分がございました。 
 こういったところをですね、今、配分委員会の中で、方針として決定しているとこ

ろでございます。 
 商工の部分について、先ほど質問があった分については、今回のこの予算の中には、

まだ入ってないというところでございます。 
 その分の協議も行いましたが、まず、県のほうの再建支援がありましたので、そち

らのほうの採択に向けて、村としては全力で取り組む。その中で、言ったとおり、そ

この部分の上乗せになるのか、採択ができなかった部分に対してのすくい上げと言い

ますか、そういった部分をするのか、これについては、また今後の配分委員会の中で

協議させていただきたいというところで、今のところは、方針としてはですね、決ま

っているところです。以上です。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  もう、これ３回目になってしまうので、次にしたい質問があるので、被せさせてい

ただくんですけれども。 
 義援金の配分時期に関して、いつ頃を目安に第１次の配分を検討されているのかお

聞きしたいのと、すみません、ちょっと次質問したかった部分が、４１ページの２款

１項６目企画振興対策費の委託料の宝珠山駅周辺整備に関する部分です。 
 全員協議会である程度ご説明は受けていたんですけれども、予算化されてきたとい

うことで、動きがあったんだと認識しておりますが、これについて、現時点で、どう

いった形で動いているのか。 
 宝珠山駅自体をどうしていくのかという方向性と、全協で話された結果の部分が、

今どうなっているのかという部分について、お尋ねしたいと思います。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  議員の前段の質問でございますけども、予算議決後、正直言うと、速やかに行いた

いと思っています。スケジュール的には９月後半を考えております。以上でございま

す。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 宝珠山駅関連の分でございますけれども、今現在ですね、協議会等でですね、基本

計画、こちらのほうの作成、そちらのほうをしているところでございます。 
 まず、取り急ぎの分でですね、宝珠山に行くほうから今、検討を進めているところ

でございますけども。 
 今、早期に進めている分で、まず、宝珠山駅のほうをあたるというところで、宝珠

山駅本体ですね、こちらのほうのリニューアルと周辺関係、こちらのほうを本年度設
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計のほうをさせていただいて、来年度施工したいというふうに考えております。 
 それから、周辺整備、それ以外の分ですね、宝珠山駅周辺の全体の分になりますけ

れども、こちらのほうの全体の構想を策定するにあたり、今、あの辺が藪とかですね、

地形等が上下にありますので、しっかりとした測量をしないと、計画自体を立てると

きに、できないものを計画するというような可能性がありますので、その辺の測量等

を行いまして、計画のほうに反映して、今年度まとめていきたい。 
 今のところそういった感じで進んでいるところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  今の宝珠山駅関係の関連でございます。 

 昨年のですね、第３回のワークショップをして、基本構想ができて、そして今年度

は基本計画というふうに聞いて、私は大行司駅に近いのでですね、基本計画は、駅周

辺の方から代表者を選んで、その方たちを中心にそれぞれの駅の基本計画を作るとい

うふうに、担当のほうから聞いて、大行司駅も私のほうに、どういった方が必要でし

ょうかということの問い合わせがありましたからですね、名簿は出させていただいた

んですけど、まだ大行司駅は、メンバーは決まってないというふうに、先日は聞いた

ところです。 
 決まっているところは、宝珠山駅だけが決まってて、会議もあったというふうに聞

いています。それは、宝珠山駅はやっぱり急ぐ、そして大変広い敷地ということで分

かるんですけども。 
 ずっと前の計画を、私ずっと調べさせてもらったら、宝珠山駅の用地面積が約１万

㎡ある。その内の中で東峰村が６，８００、ＪＲが４，２００というふうに、その図

面をですね、見せてもらいましたけど、その全体を測量するようになっているという

ことでございますか、まずお尋ねします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 基本的には全体を測量するということです。 
 駅舎周辺とかあの辺まではですね、そこまで必要ないかなという部分もあるかと思

います。一応全体を通して測量して、確認をするというところにしておるところです。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  宝珠山駅はですね、昨年の基本構想の中で、誰でも楽しい県境の駅ということで、

また、それにまつわる基本構想の図面がですね、全世帯に配布されています。 
 それに則って基本計画が、これからまた煮詰められると思うんですけれども、今回

は測量だけで、まだ基本計画の策定までいくのかどうか、そこをお尋ねしたいと思い

ます。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 基本的に今年度ですね、３駅分すべての基本計画を策定するところで進めておりま

すので、そのようにというか、本年度できるところで進めているところです。 
 議  長  樋口議員、最後の質問になります。 
 ２  番  駅関係では最後ですが。 
 議  長  いえ、駅関係ではなく、この部分については。 
 ２  番  補正では。 
 議  長  はい。 
 ２  番  分かりました。 

 そしたらですね、ページを移します。 
 ４３ページ、１１款災害復旧費で、１項災害復旧、２目、３目、４目、６目ありま

して、今回残念ながらたくさんのですね、災害があって、また担当部局は大変だと思

いますけども、それぞれ工事請負費がですね、計上されております。 
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 それぞれの目ごとの工事箇所数を教えていただきたいと思います。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  被害報告を受けた分を確認して、県のほうに上げている数字をですね、報告したい

と思います。 
 まず、２目の公共土木施設災害ですが、３０カ所、６５工区です。 
 その内訳としまして、河川が２８カ所、６３工区、道路が２カ所、２工区です。 
 実際８月末にですね、この分は査定を受けております。 
 続きまして、３目農地・農業用施設災害、農地の計といたしましては、４１０カ所、

田が３４８カ所、畑が６２カ所になっております。 
 また、施設といたしまして、ため池４カ所、頭首工１４カ所、水路９０カ所、道路

２０カ所、橋梁３カ所、施設の計といたしましては、１３１カ所になります。合計５

４１カ所になっております。 
 農業用施設災害につきましてはですね、１０月中旬から１２月末にかけて、査定を

随時受けていくところとしております。 
 続きまして、４目林業施設災害、７カ所、１０工区です。 
 林道施設災害につきましても、１１月中旬から査定を受けてまいります。 
 ６目地域防災がけ崩れ対策事業、２カ所、２工区。 
 現在、この事業につきましては、国のほうに申請を上げまして、国との協議をさせ

てもらっていると頃でございます。以上でございます。 
 議  長  ７番 大蔵久徳議員 
 ７  番  先ほどの災害関係ですけれども。 

 今回、先月で１億有余以上、今回の補正でも５億以上あるわけですね。 
 今まで議会に対しての報告というか、どのくらい災害があって、どのくらい行って

いきたいとか、そういった報告がまるっきりないままで、今日、今質問があったから、

いくつの工程があって、そして、今後どういったことをやりたいと、今、口頭で言わ

れましたけれども、やはり全協なり、そういったしっかりした場で、この５年の災害

がどんなふうな災害であって、どんなふうに工事を進める、そんなことをきちんと説

明をしていただきたいと思いますが、そういったことはできないでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員おっしゃられたように、災害の件については、今、全容をやっと取りまとめた

というところでございます。 
 この件につきましてはですね、箇所数、その辺を分かるような形でですね、また再

度、ご説明させていただきたいというふうに考えております。 
 議  長  ７番 大蔵久徳議員 
 ７  番  ぜひともよろしくお願いします。 

 続いて、宝珠山駅について、質問したいと思います。 
 今、お二方から宝珠山駅の質問がありました。周辺整備事業と駅舎のリニューアル、

こういったことで、両方ともにその後のお金がかかるんでしょうけれども。 
 リニューアルのほうですね、設計料が１，０００万ということになると、本体工事

が大体どのくらいの額に予想しているのか、お聞きします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 リノベーションの施工費、今のところの予定ですね、まだ確定ではございませんけ

れども、９，０００万程度、９，０００万から１億ですね、こちらのほうを予定して

いるところでございます。 
 議  長  ７番 大蔵久徳議員 
 ７  番  日田彦基金が５，０００万までということですよね。それ以外の予算は単費なのか、
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それとも他の補助金等々があるのか、お聞きします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 こちらのほうですね、日田彦基金もありますけど、それ以外で補助金等をですね、

今、国それから県等とですね、一緒になりまして、充てられる補助金がないか、その

辺の協議等をさせていただいているところでございます。 
 こちらとしてはですね、今のところ車窓工ですかね、こちらのほうを対象にならな

いかというところで、働きかけ等を国のほうにも行っているところですけど、今、こ

の前もちょっと国のほうと協議等をしましたけど、まだ内容等の要綱等が１０月以降

でないと固まってないというところもございまして、現状では、まだ確認中というと

ころでございます。 
 ただ、あまり遅くなりましても、間に合わないということもございますので、でき

るところは今進めている。そういったところで、また、さらに、他に使えるものもな

いかというのを、同時にですね、当たったりということもですね、しているところで

はございます。 
 できりだけですね、単費のほう、持ち出しが少なくなるようにというふうには考え

ているところでございます。以上です。 
 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 
 ご意見はございませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第２６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決いたしました。 

 日程第４  
 議  長  日程第４ 議案第２７号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補

正予算（第２号）について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第２７号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第

２号）について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 
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 日程第５～

日程第８ 
 

議  長  日程第５ 認定第１号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定について」 
 日程第６ 認定第２号「令和４年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」 
 日程第７ 認定第３号「令和４年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 
 日程第８ 認定第４号「令和４年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」を、決算審査特別委員会に付託いたしました。 
 決算審査特別委員会委員長報告書をお手元に配布しております。 
 それでは、決算審査特別委員会の委員長の報告をお願いします。 
決算審査特別委員会委員長 

委 員 長  決算審査特別委員会委員長報告をいたします。 
 令和５年第４回東峰村議会定例会、９月１１日、本会議において、決算審査特別委

員会に付託を受けました件について、会議規則第７６条の規定により、審査結果を報

告いたします。 
 付託を受けた案件は、 
 認定第１号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定について」 
 認定第２号「令和４年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 
 認定第３号「令和４年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 
 認定第４号「令和４年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 
 以上の４件でありました。 
 審査期日は令和５年９月１２日、１３日、１４日の３日間で、会計ごとに慎重に審

査を行いました。 
 審査の結果は、原案どおり認定するものと決定いたしました。 
 決算審査特別委員会の結果については、委員長名で議長宛に文書で報告を済ませて

いることも併せて報告します。 
 以上、付託を受けました案件について、決算審査特別委員会委員長の報告を終わり

ます。 
議  長  ただ今、決算審査特別委員会委員長報告がなされました。  

 日程第５ 認定第１号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定について」

を、採決いたします。 
 委員会報告のとおり認定することに賛成の方は、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、委員会報告書のとおり認定することと決定いたしました。 

議  長  日程第６ 認定第２号「令和４年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」を、採決いたします。 
 委員会報告書のとおり認定することに賛成の方は、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、委員会報告書のとおり認定することといたしました。 

議  長  日程第７ 認定第３号「令和４年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
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の認定について」を、採決いたします。 
 委員会報告書のとおり認定すること賛成の方は、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、委員会報告書のとおり認定することといたしました。 

 議  長  日程第８ 認定第４号「令和４年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」採決を行います。 
 委員会報告書のとおり認定すること賛成の方は、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、委員会報告書のとおり認定することと決定いたしました。 

 日程第９  
 議  長  日程第９ 報告第３号「令和４年度株式会社宝珠山ふるさと村決算状況報告につい

て」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  このふるさと村については、決算説明会のときに担当者が来て、皆さん方聞いてお

ると思いますが、私事ではありますが、入院をしておりましたので、説明の場に参加

しておりませんでした。 
 敢えて今日、この場で少しお尋ねをしたいと思います。もちろんもう担当の職員は

おりませんので、村長への質問になるかとは思います。 
 平成１６年、１７年ぐらいからオープンをしておりますこのふるさと村ですが、ほ

とんどの年度で赤字決算となっております。累積赤字は多額となっております。 
 役員会等でどのような改善検討がなされているのか、お尋ねしたいと思います 

 議  長  村長 
 村  長  このふるさと村については、いろんな形で報告があっているところでございます

が、役員会の中での協議といたしましては、やはり収入を得るためにどういう取り組

みを行うか、というところを重点的に話していただいているところでございます。 
 それぞれ事業がございますが、やはり一番の収益が取れるところとしては特産品、

それと水ですね、岩屋湧水。 
岩屋湧水も、災害前に比較すると、今売り上げと言いますか、入るお金が大体半分

ぐらいになっています。そこをどう上げていくか。それが元通りというか、例年ぐら

いの金額になりましたら、ほぼほぼ赤字分の圧縮ができるような形にはなります。 
特産品についても、今、Ｆコープさんやいろんな形でですね、取引があっている部

分、ここを大事にして、どう広げていくか。 
単純に新商品の開発という議題もあるようでございますが、そこについては、やっ

ぱり十分見極めながら行うという形でですね、やはり収入のほうをどう上げていくか

という部分についての部分、少ない職員の中でですね、頑張ってやっていただいてお

りますので、そこを重点的に役員会のほうでは、自分も参加させていただいておりま

すが、話させていただいているところです。 
 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 
 ８  番  今、村長から役員会等の改善、検討についての説明がありました。 

 この監査報告を読ませていただきますと、今回売り上げの増加と経費の抑制で、大

幅に損失を改善したと、約マイナス３００万ちょっとの赤字にはなっております。職

員の努力は感じるところではあります。 
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 更なる努力をしていただいて、損失の改善と村の経済の発展のために努めていただ

きたいと思っておるわけですが、村長の考えをお尋ねしたいと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  自分も役員会に入らせていただいている関係もございまして、まず一言目には、赤

字脱却、黒字化を目指す。そのためにどういうことを行えばいいかという視点でです

ね、専務等とはですね、意見交換をさせていただいているところでございます。 
 今年については、棚田親水公園がオープンして、そこの部分の収益等も、予測とし

ては見ていたところではございましたが、ご覧の事情でございまして、その分につい

ての修正等をですね、必要な部分ではありますけど、少しずつ、一歩ずつ、決して前

年より悪い数字は出さないというところで、創意工夫をさせていただいているという

ところが、現状のふるさと村の中の共通の認識だというふうに理解しております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  先ほどの佐々木紀嘉議員と少し質問内容は重なるんですけれども。 

 ちょっと私は、視点として厳しい形で申し上げさせていただきたいというのと、社

長の視点と、あと村長としての視点としてですね、お尋ねしたいんですけれども。 
 比較貸借対照表を見るかぎりでも、累積赤字がもう来年には、今期ですね、赤字を

計上すると、もう累積赤字が１億円を突破してしまうというところになります。 
 それをやっぱりどうにかしていかなければならないというところは、いろいろ努力

されているところは分かります。今年度も会計上見るかぎりは、赤字額の減少という

のも理解ができます。 
 ただ、その要因が何なのかという部分をしっかり見ていくべきところで、特産品も

頑張られているんですけど、この専務の説明の中でお聞きしたんですけれども、特産

品の中に移動販売車の委託料が入っていますということだったので、それが単純なる

純増に繋がっているのかなという部分が感じて、その分で赤字額が圧縮されていると

いうふうに、私はちょっと読み取らせていただきました。もちろん特産品は頑張って

いるのは分かるんですけれども。 
 プラスして、次年度、今期に関しては、ほうしゅ楽舎の委託料収入も入ってくるん

じゃないかなと思います。 
 現有の社員数で頑張られていらっしゃいますので、それ自体がプラスに変わってく

るというのは非常に分かるので、おそらく来期、今期の決算を見ると、ほぼうまくい

けばプラスになるのじゃないかなという感じはしているんですけれども。 
 トータルとして、じゃあ、このふるさと村が、村からの委託で成り立っていくよう

な会社では、ちょっとどうなのかなという部分があります。 
 要は、赤字部分が税金によって成り立っているというのであれば、やはりちょっと

求めていくものが違うのかな。 
 もちろんその便利良いところでですね、そういういろんな村の隙間的な部分の事業

を行っていただく事業者としては、非常にありがたいというのはあるんですけれど

も、やはり求めたいところとしては、収益性を持って事業展開をしていただきたい部

分があるのかなと思います。 
 ちょっとその収益の比率として委託料、村からの委託というふうな収入が増えてい

くことに関しては、若干な違和感を持つんですけれども、方針として、やはり収益事

業を高めていく方向性があるのか、反対に、やはりもう村のそういったところを担う

事業者がいないので、そういった事業を担っていく企業に変わっていくのか、そうい

った方針については話されているのか、もしくは村としても、ふるさと村はそういう

ふうな立ち位置として、今後第３セクターとしての考え方としていくのか、その辺に

ついて、全体的な方針をお伺いいたします。 
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 議  長  村長 
 村  長  ふるさと村ですね、これまで１６年に設立をして１８年ぐらいになりますですか

ね、その中で、２年ぐらい黒字の年もあったんですけど、やっぱ黒字であった要因、

その辺りについては、１０年前ぐらいになるんですけど、きっちり分析をされている

こととは思います。 
 自分が村長に就任して、ふるさと村の代表という形になって。その指定管理につい

てはですね、それぞれの算定基準に基づいて行っている部分でございます。 
 １つ、その移動スーパーが始まった、その委託料については、ほぼほぼ人件費と諸

経費で消えておりますので、たぶん委託料については、あまりそれで収入が上がった

というのはないんですけど、その分で販売をすることによる、いわゆる１０％ですか

ね、その部分について、どう上げていくかというところについては、常にお話をして、

毎月数字を見ながらですね、やっているところでございます。 
 どういうふうにやっていくかについては、先日来、この本議会でも議員さんのほう

からご質問等があったところでございますので、特に災害のときにどうするのか、も

うこれについては、災害のときこそやっぱりみんなの期待に応えなきゃいけないとい

う形で、もうこっちがお尋ねするときには、もう既に日程を組んでですね、しっかり

小石原地区はどうやって行くかとか考えていたところでございますので、やはり組織

として、そういった部分についてしっかり考えていただいている。 
また、収益に関して申し上げますと、やはり収入が得られる部分について、しっか

り取り組んでいって、それをどうホームページにしろですね、ＳＮＳを利用するにし

ろ、特に水に関しては、これまで災害以降、ほとんどＰＲもしてないんじゃないかと

いうところも、反省として上がっておりますので、やっぱりそこが上がってくると、

結構収益としてはですね、上がってくるところでございますので、補助金で黒字化を

目指すというのは、基本的にありえないというか、それで満足というかですね、考え

てはいけないというところは、認識としては共通で持たせていただいているところで

ありますので、いかに、先ほどから申しているとおり、収入を増やしていくかという

ところ、公的な部分ではなくて、自らの努力による収入をいかに増やしていくかとい

うところを、今、重点と申しますか、第一目標として考えていただいているところで

あるところで、今取り組んでいるところでございます。以上です。 
 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 報告第３号「令和４年度株式会社宝珠山ふるさと村決算状況報告」を、終了いたし

ます。 
日程第１０  
 委 員 長  日程第１０ 請願第１号「地方財政の充実・強化に関する意見書の提出を求める請

願書」を、議題といたします。 
 紹介議員、高橋弘展議員の説明を求めます。 
６番 高橋弘展議員 

 ６  番  地方財政の充実・強化に関する意見書の提出でございます。 
 東峰村議会議長 伊藤均様。 
 「地方財政の充実・強化に関する意見書の提出を求める請願書」 
 請願者、福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４２５、自治労東峰村職員労働組合、執

行委員長 井上大祐。 
 紹介議員、高橋弘展。 
 ６８ページの意見書の一部を読まさせていただきます。 
 今、地方公共団体には、急激な少子・高齢化に伴う医療・介護などの社会保障制度

の整備、子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、デジタル化、
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脱炭素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求められています。 
 しかし、現実に地域公共サービスを担う人員は不足しており、疲弊する職場実態に

ある中、新型コロナウイルス、また多発する大規模災害への対策も迫られています。

これらに対応する地方財政について、政府は「骨太方針２０２１」において、２０２

１年度の地方一般財源水準を２０２４年度まで確保するとしていますが、それをもっ

て増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残されています。 
 このため２０２４年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入歳出を的確

に見積もり、地方財政の確立をめざすよう、政府に対して、お配りした資料に記載の

ある事項の実現を求めるという請願でございます。 
 なお、内容については、１から１０までございますので、どうぞお目通しをお願い

いたします。 
 ７０ページをお願いいたします。 
 提出先は、衆議院・参議院の両議長、それから、内閣総理大臣、財務大臣、総務大

臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、農林水産大臣、及び内閣府特命大

臣でございます。 
 東峰村議会議長名で、以上の提出先に送付することをお願いいたします。以上でご

ざいます。 
 議  長  以上、説明が終わりました。 

 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 ご意見はございませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 請願第１号「地方財政の充実・強化に関する意見書の提出を求める請願書」を、お

諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、採択をすることに決定いたしました。  
 この意見書につきましては、後日、関係省庁に提出いたします。 

日程第１１  
 議  長  日程第１１ 請願第２号「「少人数学級推進などの教職員定数改善」「義務教育費国

庫負担制度負担率の引き上げ」に係る意見書の提出を求める請願書」を、議題といた

します。 
 紹介議員、佐々木孝議員の説明を求めます。 
３番 佐々木孝議員 

 ３  番  「少人数学級推進などの教職員定数改善」「義務教育費国庫負担制度負担率の引き

上げ」に係る意見書の提出を求める請願書 
 東峰村議長 伊藤均様。 
 請願者は、福岡県朝倉市堤１６００番地の２、福岡県教職員組合朝倉支部、支部長 

富安ひとみ。 
 紹介議員、佐々木孝です。 
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 意見書については、朗読をもって代えたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 「少人数学級推進などの教職員定数改善」「義務教育費国庫負担制度負担率の引き

上げ」に係る意見書の提出を求める請願書 
 請願事項 
（一）中学校・高等学校での３５人学級を早急に実施すること。また、さらなる少人

数学級について検討するとともに、加配教員の増員など教職員定数改善を推進するこ

と。 
（二）教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、地方財政を確保した上で義務

教育費国庫負担制度の負担割合を引き上げること。 
 請願趣旨・理由 
 学校現場では、貧困・いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配置など解決すべ

き課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを保障するための教材研究や授業

準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。ゆたかな学びや学校

の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定

数改善が不可欠です。 
 ２０２１年の法改正により、小学校の学級編成標準は段階的に３５人に引き下げら

れているものの、今後は、小学校に留まることなく、中学校・高等学校での早期実施

も必要です。加えて、きめ細かい教育活動をすすめるためには、さらなる学級編成標

準の引き下げ、少人数学級の実現が必要です。 
 一方、厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もあり

ますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題です。義務教育費国庫負担制

度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が２分の１から３分

の１に引き下げられました。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子ども

たちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請

です。ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。 
 よって、国会及び政府におかれては、地方教育財政の実情を十分に認識され、地方

自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、上記の措置を講じられるよ

う要請します。 
 東峰村議会 伊藤議長名です。 
 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科

学大臣、以上です。よろしくお願いをいたします。 
 議  長  以上、説明が終わりました。 

 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結します。 
 これから、討論を行います。 
 ご意見はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結します。 
 採決します。 
 請願第２号「「少人数学級推進などの教職員定数改善」「義務教育費国庫負担制度負

担率の引き上げ」に係る意見書の提出を求める請願書」を、お諮りします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
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 よって、本案は、採択することに決定いたしました。 
 この意見書につきましては、後日、関係省庁に提出したいと思います。 

 議  長  お諮りいたします。 
 ただ今、村長から、議案第２８号「工事請負契約の締結について」が提出されまし

た。 
 これを日程に追加し、追加日程１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とした

いと思います。 
 ご異議ございませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 
 議案第２８号「工事請負契約の締結について」を、日程に追加し、追加日程第１と

して、日程の順序を変更して、直ちに議題とすることに決定いたしました。 
追加日程第１  
 議  長  追加日程第１ 議案第２８号「工事請負契約の締結について」を、議題といたしま

す。 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  議案第２８号「工事請負契約の締結について」 
 東峰村防災行政無線再整備工事について、下記のとおり工事請負契約を締結する。

よって、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により議会の議決を求める。 
 令和５年９月１４日提出、東峰村長名でございます。 
 契約の目的 工事 
 契約の方法 随意契約 
 契約の金額 ２億９，６８９万円 
 契約の相手方 株式会社日本無線 九州支社 支社長 鈴木工 
 下のほうに備考としまして、工期並びに工事の場所、工事の概要を書かせていただ

いております。 
 なお、この工事についての説明をさせていただきたいと思います。皆様のお手元に

Ａ４の両面でお配りさせていただいております。 
 この工事につきましては、平成１９年に東峰村全体の防災行政無線ということで整

備をされております。これにつきまして、昨年１１月に保守期間が終了しておりまし

て、これらをすべてですね、更新するような工事でございます。 
 今回の工事の内容でですね、主な改善点としまして、こちらの右下に書いておりま

すように、防災のサーバー、音声放送と、下のメディアの連携した放送が可能という

ことで、現状では、各々に入力をしている分等をですね、１つのオペレーション、１

回の作業で入力が可能になるというような、そういうシステムに改修されるものでご

ざいます。 
 それとですね、外部にあります拡声器、子局につきましてですね、現在では２４時

間の、停電時は２４時間しか持ちなかったものが、７２時間、３日間ほどですね、そ

の停電装置が、バッテリーが働くというような、そういったところもございます。 
 あとは、すべてですね、その辺の更新を行わさせていただくような工事でございま

す。以上でございます。 
 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第２８号「工事請負契約の締結について」 
 質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 
２番 樋口朗議員 

 ２  番  財源内訳をお尋ねしたいと思います。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  財源内訳でございます。 

 これにつきましては、緊急防災施設整備事業債のほうでですね、全額充当しており

まして、その内交付税措置がされるものが７０％、交付税措置される見込みになって

おります。以上でございます。 
 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 
 ８  番  村長、これ、お尋ねしますが。 

 どこかで１回、こういうふうな更新をするという説明はされたんですかね。 
 こういう工事内容ですが、もう。 

 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  当初予算時と、あと、全協においてもさせていただいたと思います。以上でござい

ます。 
 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 
 ８  番  予算と言えば欠席をしておりましたので、仕方ないんですが。 

 外部スピーカーとかなんかは、もう現状のままで、この防災設備をしてしまうとい

うことなんですか。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  外部スピーカー等につきましてはですね、新たに付けたものもございますが、一番

新しい形のもので、全部更新をさせていただくというような形になっております。 
 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 
 ８  番  ３回目ですので、最後の質問になりますが。 

 従前から外部スピーカーがハウリングを起こしたりとか、聞こえないときもある

と。そういうふうな、いろんな問題点は出しておったと思うんですね。 
 そういうところの、今度のこういう設備によって改善がなされるのかどうかを、お

尋ねしたいと思います。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  一応その辺はですね、現状としましては同じような位置での更新になろうかと思い

ますけども、その辺も含めて調査をしながらですね、今よりも改善するような形をで

すね、ちょっと工事の中で検討してまいりたいと思います。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ちょっと工事の契約内容的な部分で、お尋ねしたいんですけれども。 

 既設のものを使用するのと更新、また完全に替えてしまうという、新設するものが

混在している事業になるんだと思います。 
 これを、順次、契約期間内、工期の期間内に更新というか替えていきながら、運用

も行っていくのか、あるいは工期の最後の時点で、完全なる更新という作業を入れて、

すべてが替わるという形になるのか、どういった形の進め方をするのか、お尋ねいた

します。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  ある程度親局の機器替えが必要になってまいりますので、それはもう瞬時に切り替

えるような形ですので、ずっと子局を使っとって、最後に切り替えるというような、

そういった形になろうかと思います。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  戸別受信機に関しても更新の色になっているので、替わるのかなと思います。 
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 各家庭への戸別受信機が配布される形になるんだろうと思うんですけれども、これ

も、要は、配布時期というのはもう最後のほうになってというか、そういった時期間、

切り替え自体が今年度中の３月末なのか、翌年度に越えてなのか、どういったタイミ

ングでこの切り替えというのが行われるのか、お尋ねします。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  各戸に配布させていただいております戸別受信機につきましても、今回すべて更新

というような形になろうかと思います。 
 これにつきましてもですね、やはり全体の工事が済んで、親局を切り替える時点で、

そっちに移し替えると、そういった形にはなろうかと思いますので、そういうスケジ

ュール感で行こうと思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  戸別受信機、現在使用しているものに関しては、回収をするところまで、この契約

に入っているのか、回収というのはまた別であるのでしょうか。 
 回収自体は、回収せずに、各家庭で処分してくださいという話ではないんだろうな

と思うんですけれども、その辺はどうなっていくのか、ご説明をお願いします。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  当然こういったものは産業廃棄物になろうかと思いますので、それは新しい無線機

の受信状況も調査しながら、良かれば、前のを持って行くというような、引き上げる

というような形を取らせていただこうと思っております。 
 議  長  高橋議員、今の答弁はちょっと曖昧やったので。 

６番 高橋弘展議員 
 ６  番  全部更新する話ですよね。全部引き上げるという話で、まず、よろしいんでしょう

かというのと、引き上げたものは、良いものは選んで残しておくという話に聞こえた

んですけれども、全部、要は、廃棄処分という形で、新しいものは新しいものという、

全く新しいものと今使っているものは別物ということでよろしいんでしょうか。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  すみません、言葉が足りませんでした。 

 新しいものとすっかり交換して、古いものは引き上げるというような形をさせてい

ただこうかと思っております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  この工期の中の文書の中で、昨年１１月で保守が終了しているというふうに書かれ

ています。 
 今回新しく付ける機器は、保守はいつまでの契約になるのか、そして、その後どん

なふうになるのかをお尋ねします。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  まず、保守がこの１１月で終わったというのは、その部品自体がもうなくなって、

保守ができないというような、そういう状況でございます。 
 保守の契約は毎年ですね、１年更新でさせていただいておるところでございます。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  私たちが心配するのは、５、６年おきにまた、こういった多額の予算が必要かどう

かというところが、一番心配なんですけど。 
 機器は日進月歩と言いますかね、どんどん進んできます。この６年後にまたこうい

ったことが、将来必要か何か、予測はなかなか難しいと思うんですけれども、役場と

してどんなふうに考えているか、お尋ねします。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  前回、今付けておりますのが、１６年経過しております。 
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 ですから、それくらい今回の分もですね、頑張って持たせられればなというような

思いではございます。以上でございます。 
 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 
 ご意見はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第２８号「工事請負契約の締結について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１３  
 議  長  日程第１３ 「閉会中の継続調査申出書」を、議題といたします。 

 本件につきまして、議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会から、閉

会中の継続調査申出がなされております。 
 お諮りいたします。 
 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに、ご異議ありません

か。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 
 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定い

たしました。 
 閉  会  
 議  長  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 
 村長より、あいさつの申し出があっています。これを許可いたします。 
村長 

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 
 ９月１１日から本日まで令和５年第４回東峰村議会定例会を開催し、議員皆様の慎

重審議をいただき、執行部より提案をいたしましたすべての議案等につきまして、原

案どおりご可決、ご承認いただきましたことを、厚く御礼申し上げます。 
 一般質問や議案審議の中でいただきました貴重なご意見、ご提言につきましては、

今後の行政運営に生かしていく所存でございます。 
 さて、地球が沸騰しているとまで言われた猛暑も、ようやく秋の訪れを感じるよう

になりましたが、まだ日中の猛暑は続いています。熱中症の対策は引き続きお願いし

たいと思っているところであります。 
 今年度、デジタル化の取り組みの中で、デジタル地域商品券及びプレミアム付商品

券の利用が９月１日から始まりました。皆様に利用していただき、ぜひ、ＤＸ、デジ

タルの恩恵を、高齢者の皆様こそ受けてほしいと思っているところです。 
 カードで使用している方も、スマートフォンで利用することの便利さを、なんとか

して伝える仕掛けを考えているところであります。 
 ９月７日までの一次販売で３，２２６万５千円の申し込みがあり、２，８７７万円

の販売がありました。９月１２日までに８５５万６千円の利用があったとの報告を受

けております。 
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 まだ目標の４，０００万には達しておりませんので、１５日からは二次募集を行い

ますので、便利だなと感じていただいた皆さんに、周りの人にぜひ、広げていただき

たいなと期待しているところであります。 
 まだまだ暑い日が続くと思われますので、議員各位におかれましても、熱中症対策、

感染症対策、健康管理に十分ご注意いただき、お過ごしいただきますようにご祈念を

申し上げ、私の閉会のあいさつといたします。どうもありがとうございました。 
 議  長  これをもちまして、令和５年第４回東峰村議会定例会の全日程を終了いたします。 

（１１時４５分） 
 会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
 
 
 

議  長 
 
 
 

議  員 
 
 
 

議  員 
 
 
 
 
 
 
 

 


